
 

 

 

 

 

 

 

原子力施設にかかる自主点検作業の適切性確保に関する 

総点検最終報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１５年２月２８日 

 

東 京 電 力 株 式 会 社 

 



 

 

目  次 

 

 

１．概要        １ 

 

 

２．調査体制        １ 

 

 

３．調査範囲        １ 

（１）調査対象の記録 

（２）調査対象期間 

（３）調査記録の種類 

（４）調査物量 

 

 

４．調査方法        ３ 

 

 

５．調査結果        ３ 

 

 

６．調査実績工程       ５ 

 

 

７．その他        ５ 



 

１．概要 

当社は，原子力安全・保安院からの指示文書「自主点検作業の適切性確保

に関する総点検について」（平成 14･08･30 原院第 2 号）に基づき，９月２０

日，「原子力施設にかかる自主点検作業の適切性確認に関する総点検計画書」

を提出した。 

  その後，同計画書並びに原子力安全・保安院からの指示文書「原子力発電

所再循環配管に係る点検・検査結果の調査について」（平成 14･09･20 原院第

20 号），「原子力施設にかかる自主点検作業の適切性確保に関する総点検の今

後の進め方について」（平成 14･09･25 原院第 1号），及び「福島第一原子力発

電所１号機における格納容器漏えい率検査の偽装を踏まえた厳格な検査の実

施等について」（平成 14･10･25 原院第３号）に基づき，福島第一原子力発電

所，福島第二原子力発電所，柏崎刈羽原子力発電所における自主点検作業等

について記録点検調査を行ってきたところであり，この度その内容を最終報

告としてとりまとめた。 

 

２．調査体制 

平成１４年５月に設置した「安全情報申告制度に係る調査委員会」（同年９

月２５日より「原子力発電所の点検・補修作業に係る調査委員会」に改組）

のもと，各発電所の保安監査部（平成１４年１１月より所長付）が中心にな

り構成された「発電所総点検チーム」が調査を行った。 

また，調査の透明性，客観性確保の観点から，第三者機関であるロイドレ

ジスターが調査に参画した。 

さらに，「発電所総点検チーム」を支援する本店組織として，「本店総点検

チーム」を設けた。調査の体制を添付－１に示す。 

 

３．調査範囲 

（１）調査対象の記録 

調査は原子炉圧力容器，炉内構造物，原子炉冷却材圧力バウンダリ内設

備，及び現在供用中のその他の原子炉本体，原子炉冷却系統設備，計測制

御系統設備，燃料設備，放射線管理設備，廃棄設備，原子炉格納施設，非

常用予備発電装置，蒸気タービン設備に関連する自主点検作業（定期検査

実施範囲を含む）の記録を対象とした。また，改造工事および事故・故障

事例等による水平展開に伴う改造工事等の記録についても対象とした。 

（２）調査対象期間 

原子炉圧力容器，炉内構造物，原子炉冷却材圧力バウンダリ構成機器に
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ついては平成１４年９月２０日を起点として過去１４年間分を調査対象期

間とした。また，格納容器漏えい率検査については直近の検査記録につい

て調査することとし，その他の設備については一般点検，自主点検を含め

至近の本格点検までさかのぼって調査することとした。 

 

調査対象期間と報告時期は表－1に示すとおり。 

 

表－1 調査対象期間と報告時期 

 中間報告(H14 年 11 月) 最終報告(今回) 

原子炉圧力容器 過去 5年間 過去 14 年間 

炉内構造物 過去 5年間 過去 14 年間 

原子炉冷却材圧力 

バウンダリ構成機器 

過去 5年間 過去 14 年間 

原子炉冷却材再循環配管 過去 14 年間 同左 

格納容器漏えい率検査 直近の検査記録 同左* 

その他設備 ― 至近の本格点検まで

*:「原子炉格納容器漏えい率検査に関する報告徴収について」(平成 14・09・

30 原第 3号/平成 14・10・24 原第 7号)で対応済。 

 

（３）調査記録の種類 

上記の考え方に基づき，プラント毎に調査対象となる記録の抽出を行っ

た。 

具体的には以下に掲げるものとする(添付－２参照)。 

   ａ．当社保有の検査成績書 

   ｂ．当社保有の工事報告書 

   ｃ．工事施工会社保有の工事報告書 

   ｄ．工事施工会社保有の工事記録 

 

（４）調査物量 

   上記記録の報告対象調査物量（中間報告分含む）は以下のとおりである。 

ａ．当社保有の検査成績書 

       ６５１１冊（中間報告時は１２５５冊） 

   ｂ．当社保有の工事報告書 

      ４７７９０冊（中間報告時は３０４７冊） 

   ｃ．工事施工会社保有の工事報告書 

      ４４９６０冊（中間報告時は３０４７冊） 
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   ｄ．工事施工会社保有の工事記録 

      工事報告書に添付。 

   なお，総点検報告対象の報告書類の総物量は中間報告分も含み，当社保

有の工事報告書，検査成績書のみの合計で 404 万ページ（中間報告時は 52

万ページ）程度であり，工事施工会社保有の工事報告書も加えると 796 万

ページ（中間報告時は 100 万ページ）程度となった。 

 

４．調査方法 

調査に際しては以下の観点から，添付－３に示す「原子力施設にかかる自

主点検作業の適切性確保に関する総点検作業手順」に基づき，点検記録類の

調査を実施した。 

・当社保有の検査成績書，工事報告書および施工会社保有の工事報告書，

工事記録間に矛盾または必要な技術情報の削除等がないか。 

・電気事業法に照らして，工事計画の認可申請または届出が必要であるに

もかかわらず，これを行わずに工事を実施していないか。 

・技術基準適合維持義務違反がないか。 

・電気事業法，原子炉等規制法および大臣通達による軽微な故障等の報告

基準に基づく国への報告が適切に行われているか。 

・国に約束した対策・工事が確実に行われているか。 

 

５．調査結果 

総点検報告対象の自主点検作業に係る記録を調査した結果，以下のとおり

となった。 

①当社保有の検査成績書，工事報告書及び施工会社保有の工事報告書，工

事記録間に矛盾及び必要な技術情報の削除は認められなかった。 

②電気事業法に照らして，工事計画の認可申請または届出が必要であるに

もかかわらず，これを行わずに工事を実施しているものは認められなか

った。 

③技術基準適合維持義務違反のものは認められなかった。 

④電気事業法，原子炉等規制法及び大臣通達による軽微な故障等の報告基

準に基づく国への報告は適切に行われていた。 

⑤国に約束した対策・工事は計画中のものを含め確実に行われていた。 

 

なお，原子力安全・保安院からの指示文書に対するそれぞれの調査結果は

以下のとおりである。 
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（１）「自主点検作業の適切性確保に関する総点検について」（平成 14･08･30
原院第 2 号）及び「原子力施設にかかる自主点検作業の適切性確保に関す
る総点検の今後の進め方について」（平成 14･09･25原院第 1号）に対する
調査結果としては，法令・通達等に基づく行政当局への報告対象ではない

と判断した事象であっても，知見の蓄積とその水平展開の観点や立地地域

との情報共有の観点から事象発生の時点で適切に情報提供を行っていくこ

とが望ましいと考えられるものとして，中間報告で既に報告している事案

で福島第一原子力発電所５号機の給水系配管溶接部におけるひびの事象が

挙げられた（添付－９参照）。なお，本件は，国の中間報告の評価結果で「保

守等について適切に処理されている事案」と評価されている。

これに類似と判断した事象として，現在取替を実施中又は計画中の福島

第一原子力発電所２，３，６号機のＣＲＤ配管の指示模様及び弁類シート

部の傷については，工事報告書上に記載があったが，全て当時安全上問題

ないと判断し，処理されていたことを確認した。なお，これらは法令・通

達等に基づく報告対象に該当するものではない。（添付－４参照）。 

また，定期検査成績書本文の誤記，記入漏れ等（１５件：中間報告分２

件含む）や自主検査成績書本文の誤記，記入漏れ等（１７件：中間報告分

５件含む），当社と施工会社保有の工事報告書間の照合で単なる記載上の不

整合（誤記，記入漏れ等）があるもの（４１件：中間報告分１５件含む）

が確認された（添付－５，６参照）。これらの誤記，記入漏れ等に対する再

発防止策として，品質保証向上の観点からの全社的な取り組みの中で，書

類作成時の審査の強化を図るなどの対策を講じているところである。

   さらに，事故・故障事例等による水平展開の観点から国に約束した対策・

工事のうち，対策，工事は全て計画通り行われていたが，今後対策等が計

画されている事例が９件（中間報告分３件含む）あった（添付－７参照）。 

 

（２）「原子力発電所再循環配管に係る点検・検査結果の調査について」（平成

14･09･20 原院第 20 号）に対する調査結果としては，原子炉冷却材再循環配

管のひびの兆候として別途報告徴収の対象となっている８件以外に問題は

なかった（中間報告にて報告済み）。 

 

（３）「福島第一原子力発電所１号機における格納容器漏えい率検査の偽装を踏

まえた厳格な検査の実施等について」（平成 14･10･25 原院第 3 号）に基づ

き直近の格納容器漏えい率検査に関する記録について再確認を行った結果，

検査記録に問題は認められなかった（中間報告にて報告済み）。 
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６．調査実績工程 

自主点検作業の総点検調査実績工程を添付－８に示す。 

  なお，調査期間は約５ヶ月で，その間，当社，工事施工会社及びロイドレ

ジスター等を合わせて約 14,800 人日（中間報告 3,500 人日含む）をかけ総点

検を実施した。 

 

７．その他（中間報告にて報告済み） 

既に中間報告で報告した事案で，国の中間報告の評価結果上，「国への報告

又は情報提供に関し問題が認められた事案」として，以下の２件が抽出され

た。 

・柏崎刈羽原子力発電所５号機 ハフニウム棒型制御棒 

・福島第二原子力発電所３号機 ジェットポンプセンシングライン（計測

配管） 

また，国の中間報告の評価結果で，「改善が望まれる軽微な指摘事項が認め

られた事案」として，以下の２件が抽出された。 

・福島第一原子力発電所１号機 シュラウドサポート 

・福島第一原子力発電所５号機 シュラウドサポート

これらはいずれも安全上の問題はなく，既に取替等の対策がとられている

ものである（添付－９参照）。 

なお，これらの事案に対する再発防止策として，当社は以下の対策を講じ

てきている。 

・ 各発電所において「不適合管理マニュアル」を制定し，そのなかで，発

電所内の組織横断的な委員会（「不適合管理委員会」）の設置，不具合処

理にかかる手続きの確立，明確化を図った。 

・ 法令等に基づく報告の要否など法律問題に対する支援を強化するため

に，法務部門の人員の増員を図った。 

・ 定期的な報道機関への情報提供の場（定例記者懇談会）や地域情報会議

において，国への報告対象事象，自治体へお知らせした不具合等につい

て説明し，当社ホームページへの掲載，当社情報公開コーナーでの公開

等，社会に情報提供をしていくこととした。また，情報共有が望ましい

軽微な事象のデータベース整備についても，他の電力会社を含む関係機

関と協議・調整を進めている。 

以 上 
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添付―１ 

調査体制表 

 

 原子力発電所の点検・補修作業に係る調査委員会  

（最終判断） 

委員長   ：事務系副社長（１名） 

委員    ：役員，部長級（８名） 

アドバイザー：社外弁護士（１名） 
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 本店総点検チーム  

   （総点検作業手順作成、各サイト調査結果の集計、報告書の作成） 

リーダー：原子力管理部 保守管理高度化ＧＭ 

メンバー：原子力管理部，原子力技術部， 

原子力技術センター 

（約 10 名で構成） 

 

 

 調査委員会事務局  

（疑義案件の詳細調査、詳細調査結果のまとめ） 

総務部、企画部、業務管理部、原子力管理部等 

（約 10 名で構成） 

 各発電所総点検チーム  

 （工事施工会社・発電所における記録間の不整合・特記事項等の確認、 

  技術基準違反・報告義務違反等の個別判断） 

リーダー：保安監査部長（現所長付） 

メンバー：保安監査部（現所長付），発電部，技術部， 

     総務部，技能訓練センター，原子力技術センター 

（各発電所約 20～40名で構成）
第三者機関 

（手順通り調査が行われていることの確認、 

記録間の不整合・特記事項の有無等の調査結果確認） 

「ロイドレジスター」（６名） 



添付－２ 

 

 

調査対象記録の範囲
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社が作成し

た検査成績書

 

当社保有

・工事報告書
・委託報告書

・溶接検査記録 
 （溶接検査旧法適用分）
・ＶＴ，ＵＴ，ＥＣＴ等
 の記録

工事施工会社

の発注先が作

成している工

事記録 ※１

工事施工会社が

作成している工

事報告書

当社に提出さ

れた工事報告

書

工事施工会社保有

調 査 範 囲

・定期検査報告書 
・定期検査成績書 
（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ検査） 

・使用前検査成績書 
・溶接自主検査記録 
（溶接検査の当社申請分） 

・工事報告書
・委託報告書

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：ほとんどが工事施工会社の
工事報告書に添付される。
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添付－３ 

 

 

原子力施設にかかる自主点検作業の 

適切性確保に関する総点検作業手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成１４年９月

（平成１４年１１月改訂１） 

東京電力株式会社 
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１．総点検の目的 

平成１４年９月２０日に当社から原子力安全・保安院に提出した「原子力施設

にかかる自主点検作業の適切性確認に関する総点検計画書」，原子力安全・保安

院からの指示文書「原子力発電所再循環配管に係る点検・検査結果の調査につい

て」（平成 14・09・20 原院第 20 号 平成１４年９月２０日付），「原子力施設に

かかる自主点検作業の適切性確保に関する総点検の今後の進め方について」（平

成 14・09・25 原院第 1号 平成１４年９月２６日付），及び「福島第一原子力発

電所１号機における格納容器漏えい率検査の偽装を踏まえた厳格な検査の実施

等について」（平成 14･10･25 原院第３号 平成１４年１０月２８日付）に基づき，

自主点検作業が適切に実施されていることを確認するための具体的な実施手順

を定めるものである。 

   

２．調査体制 

平成１４年５月に設置した「安全情報申告制度に係る調査委員会」（同年９月

２５日より「原子力発電所の点検・補修作業に係る調査委員会」に改組）のもと，

各発電所の保安監査部（平成１４年１１月より所長付）が中心になり構成する「発

電所総点検チーム」を設置し調査を行う。 

また，調査の透明性，客観性確保の観点から，第三者機関であるロイドレジス

ターが調査に参画する。 

さらに，「発電所総点検チーム」を支援する本店組織として，「本店総点検チー

ム」を設ける。 

 

３．総点検調査範囲 

３．１ 調査対象設備 

調査対象設備は，原則として定期検査報告書に記載されている現在供用中の設

備区分の全設備を対象とする。 

具体的には，原子炉本体，原子炉冷却系統設備，計測制御系統設備，燃料設備，

放射線管理設備，廃棄設備，原子炉格納施設，非常用予備発電装置，蒸気タービ

ン設備とし，点検・検査・改造工事及び事故・故障等の水平展開の記録に関し調

査を行う（添付資料（1）（2）参照）。 

 

３．２ 調査対象期間 

調査は，総点検計画書を提出した平成１４年９月２０日を起点として，原子炉

圧力容器，炉内構造物並びに原子炉冷却材圧力バウンダリ構成機器については過

去 14 年間分を調査対象期間とする。また，格納容器漏えい率検査については直

近の検査記録について調査することとし，その他の設備については一般点検，自
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主点検を含め至近の本格点検までさかのぼって調査を行う。なお，設備毎に本格

点検周期が異なるため，設備毎の調査期間の目安を添付資料（3）に，検査毎の

調査期間を添付資料（4）に示す。 

原子炉圧力容器，炉内構造物並びに原子炉冷却材圧力バウンダリ構成機器の範

囲の考え方は添付資料（5）に示す。 

また，各プラントの調査対象期間(該当定検一覧)を添付資料（6）に示す。 

 

３．３ 調査対象記録 

（１）自主点検作業，主要改造工事に係るもの 

 現在供用中の設備・機器に関する点検，修理及び改造工事に関する当社及び

工事施工会社が保有する工事報告書を調査対象とする。具体的には以下に掲げ

るものとする (添付資料（7）参照)。 

   ａ．当社保有の検査成績書 

   ｂ．当社保有の工事報告書 

   ｃ．工事施工会社保有の工事報告書 

   ｄ．工事施工会社保有の工事記録 

 

（２）事故・故障事例等の水平展開の実施状況 

事故・故障事例等の水平展開に係る記録の適切性については，国に約束した

水平展開の工事が確実に行われたかの観点で確認を行う。 

従って，定期検査報告書に記載されている事故・故障事例等の対策，及び平

成 8年 8月 1日以降，水平展開実施状況報告書により運転管理専門官あるいは

保安検査官に説明を行っている事故・故障事例等を対象とする。 

事故・故障事例等（法律・大臣通達対象）水平展開実施状況チェックシート

を添付資料（8）に示す。 

 

４．総点検作業手順 

総点検の調査を実施する際，第三者機関による確認を受け，確認作業の第三者

性，透明性を確保することとする。 

具体的には， 第三者機関であるロイド・レジスターが，当社の作業状況を随

時確認すると共に， 不良等記載箇所の確認並びに必要に応じて当社に対しヒア

リングを行うなどにより，チェックシート上の記載事項が本総点検作業手順に則

って作業が適切に行われ記録されたものであることを確認する。 

また，当社の確認作業では，保修部門の関係者を除外するとともに，それ以外

の部門であっても当該工事を担当した者が直接確認作業を実施しないよう配慮

した。 
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４．１ 調査方法 

工事施工会社保有の工事報告書及び工事記録の確認作業は原則として工事施

工会社の工場や事務所にて実施し，当社と工事施工会社の合同で調査を行う。 

  工事施工会社保有の報告書類に対しては，異常状態等の記載(不良，特記事項

及び懸案事項)の有無及び不整合の有無を確認し，工事施工会社の記録で異常状

態等の記載や不整合があった場合，当社保有の工事報告書と照合する。 

  なお，工事施工会社保有の工事報告書に異常状態等の記載が無い場合であって

も，当社保有の工事報告書にも異常状態等の記載が無いことを確認する。 

  当社保有の検査成績書については，異常状態の記載が無いかを確認するととも

に，当社保有の工事報告書と照合する。 

  また，溶接検査については，技術基準を遵守しているか，溶接検査申請が適切

に行われているかについても確認する。 

さらに，国への報告有無及び許認可実績を確認し，不正の疑いがある場合には

国へ報告を行う。 

   以上の手順に従って，以下の観点から報告書等の点検を行う。 

①不具合等の記載の有無の確認(特記事項，懸案事項が記載されていないかど

うか，検査結果に「不良」と記載されていないかどうか)。 

②記載内容の妥当性確認(書類間に不整合，欠落が無いかどうか)。 

③技術基準適合維持義務違反の有無の確認。 

④報告義務違反の有無の確認。 

⑤無認可，無届工事の有無の確認(電気事業法施行規則 別表第二の分類に従

い適切に許認可を受けているか)。 

⑥国に約束した点検・工事の確実なる実施確認。 

なお，自主点検作業の適切性確保に関する総点検チェックシートを添付資料

（9）に，検査成績書の適切性チェックシートを添付資料（10）に示す。 

 

４．２ 判断基準 

調査過程では，４．１の①～⑥の観点で確認を行って行くが，具体的な判断基

準については添付資料（11）に示す。 

調査過程において添付資料（11）に示す判断基準以外の技術的判断を行った場

合は，判断記録を残す。 

 

４．３ 連絡方法 

（１）判断に迷った場合の取扱い 

調査の過程で判断に迷った場合，あるいは疑義が生じた場合には速やかに本
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店総点検チームへ報告する。 

本店総点検チームは，報告内容を確認し，必要により，原子力発電所の点検・

補修作業に係る調査委員会とも相談を行った上で，統一見解を残すこととする。 

 

（２）不正の恐れがある事案を発見した場合の措置 

   調査の過程に於いて不正の恐れがある事案を発見した場合には， 直ちに本

店総点検チームへ報告し，原子力発電所の点検・補修作業に係る調査委員会へ

も合わせて報告を行うとともに，本店総点検チームは原子力安全・保安院へ連

絡を行う。 

   また，必要に応じ関係者への聞き取り調査も実施する。 

 

５．総点検工程及び結果の報告 

原子炉圧力容器，炉内構造物並びに原子炉冷却材圧力バウンダリ構成機器に関

する過去５年分の調査結果について平成１４年１１月１５日までに原子力安

全・保安院へ報告する。併せて，原子炉冷却材再循環配管に関する調査結果につ

いては過去１４年間分について平成１４年１１月１５日までに原子力安全・保安

院へ報告する。 

また，平成１５年３月までに最終報告を行う。 

なお，調査の過程において万が一，不正の恐れがある事案を発見した場合には，

直ちに原子力安全・保安院に連絡する（添付資料（12）参照）。 

 

６．添付資料 

（１）総点検実施範囲図 

（２）調査対象記録の範囲 

（３）設備別総点検調査期間 

（４）検査成績書の総点検調査対象・期間 

（５）総点検調査範囲の考え方 

（６）記録調査期間と該当定期検査 

（７）記録類の照合イメージ 

（８）事故・故障事例等水平展開実施状況チェックシート 

（９）総点検チェックシート 

（10）検査成績書の適切性チェックシート 

（11）報告書，記録等の判断基準について（基本方針） 

（12）総点検工程 

 

以 上 
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調査範囲  

総点検実施範囲図 
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添
付
資
料
（
1）

高圧注水系ポンプ

炉心スプレイ系

ポンプ

原子炉再循環系

ポンプ

原子炉格納容器

タービン駆動

原子炉給水

ポンプ

制御棒駆動機構

給水管

主蒸気

湿分分離器

高圧タービン

低圧

タービン 発電機

主復水器

主変圧器

主蒸気

隔離弁

原子炉再循環系

ポンプ

圧力抑制

プール

原子炉本体

炉内構造物

※原子炉冷却材圧力バウンダリの定義は，

  JEAC 4602に従うこととする。

原子炉冷却材

圧力バウンダリ

安全系設備

送電線
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添付資料（2） 

 

 

調査対象記録の範囲
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社が作成し

た検査成績書

 

当社保有

※１：ほとんどが工事施工会社の工
事報告書に添付される。工事施工会
社の工事報告書に含まれない記録で
工事施工会社に正式保管されている
ものは調査対象とする。

工事施工会社

の発注先が作

成している工

事記録 ※１

工事施工会社が

作成している工

事報告書

当社に提出さ

れた工事報告

書

工事施工会社保有

調 査 範 囲
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設備別総点検調査期間

原子炉系 タービン系 電気系 計測制御系 その他

過去１４年間
調査

過去１４年間
（S63.9.20～）

原子炉圧力容器
炉内構造物
原子炉冷却材圧力バウンダリ構成機
器

１０定検 その他設備

主要弁
蒸化器
空気抽出器
気体廃棄物処理系

８定検 非常用Ｄ／Ｇ発電機

７定検 ＣＲＤ

６定検 原子炉補機冷却系
燃料プール冷却浄化系

５定検 原子炉冷却材浄化系 その他設備 ＰＬＲ／ＲＩＰ電動機 液体廃棄物処理系タンク
液体廃棄物処理系脱塩塔

４定検 中央制御室非常用循環系
制御棒

タービン本体
換気空調系

ポンプ用電動機
（ＥＣＣＳ系／ＲＦＰ等）
中操非常用循環系電動機
Ｍ／Ｃ，Ｐ／Ｃ，ＭＣＣ，
直流電源系等の電源設備

燃料集合体
液体廃棄物処理系フィルタ

２定検 換気空調系

海水系設備
タービンバイパス弁
主蒸気止め弁
蒸気加減弁
組合せ中間弁

廃液濃縮器
液体廃棄物処理系ポンプ

至近定検

海水系設備
燃料取扱装置
ＰＣＶ本体
Ｒ／Ｂ天井クレーン

核計測装置
プロセス計装装置
放射線管理用計測装置
主要制御系等の中操盤
ＲＭＣＳ／ＲＰＩＳ

廃棄設備関係計測装置
固体廃棄物貯蔵庫
焼却設備
構内輸送容器

本格点検まで
さかのぼって
調査

調査期間
対象設備・点検名称

調査方針
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添付資料（４）
検査成績書の総点検調査対象・期間
Ａ・Ｂ項目調査表 Ｃ項目調査表

燃料集合体外観検査 4 固体廃棄物貯蔵庫管理状況検査 至近
燃料集合体炉内配置検査 4 燃料集合体シッピング検査 4
原子炉停止余裕検査 4 タービンバイパス弁機能検査 2
第３種機器供用期間中検査 10 給水ポンプ機能検査 4
原子炉隔離時冷却系機能検査 10 計装用圧縮空気系機能検査 至近
残留熱除去系ポンプ分解検査 6 野外モニタ機能検査 至近
高圧炉心スプレイ系ポンプ分解検査 10 液体廃棄物処理系機能検査 5
低圧炉心スプレイ系ポンプ分解検査 10 液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインターロック機能検査 5
制御棒駆動系スクラム弁分解検査 10 流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置及び警報装置機能検査 5
ほう酸水注入系機能検査 10 固体廃棄物処理系焼却炉機能検査 至近
安全保護系設定値確認検査 至近 原子炉隔離時冷却系ポンプ分解検査 5
原子炉保護系インターロック機能検査 至近 残留熱除去系熱交換器開放検査 10
燃料取扱装置機能検査 4 高圧電動機分解検査 5
プロセスモニタ機能検査 至近 総合負荷検査 14年間
非常用ガス処理系機能検査 10 中間報告(Phase1)対象検査(５年間実施済み)
非常用ガス処理系フィルタ性能検査 至近 原子炉冷却材再循環ポンプ分解検査 14年間
中央制御室非常用循環系機能検査 4 主蒸気隔離弁分解検査 14年間
中央制御室非常用循環系フィルタ性能検査 至近 原子炉隔離時冷却系主要弁分解検査 14年間
気体廃棄物処理系機能検査 10
原子炉格納容器漏えい率検査（６時間） 至近 初号機固有の検査

原子炉格納容器隔離弁機能検査 10 野外モニタ機能検査 至近
原子炉格納容器隔離弁分解検査 10 固体廃棄物処理系焼却炉機能検査 至近
原子炉格納容器真空破壊弁機能検査 2 固体廃棄物貯蔵庫管理状況検査 至近
原子炉格納容器スプレイ系機能検査 10
可燃性ガス濃度制御系機能検査（その１） 10 Ｄ項目調査表
可燃性ガス濃度制御系主要弁分解検査 10
原子炉建屋気密性能検査 10
非常用ディーゼル発電機分解検査 10
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機分解検査 10 主蒸気隔離弁漏えい率検査（停止後） 14年間
総合負荷性能検査 14年間 主要ポンプ点検手入立会検査（ＲＦＰ） 4
蒸気タービン性能検査 4(2) 給水ポンプ駆動タービン点検手入立会検査 2
蒸気タービン開放検査 4(2) 給水加熱器点検手入立会検査 10

中間報告(Phase1)対象検査(５年間実施済み) 制御棒駆動機構点検手入立会検査
（大気圧時機能検査） 7

第１種機器供用期間中検査 14年間 原子炉再循環流量制御系総合機能検査 至近

主蒸気逃がし安全弁・安全弁機能検査 14年間 原子炉給水制御系総合機能検査 至近

主蒸気逃がし安全弁・逃がし弁機能検査 14年間 主タービン制御系総合機能検査 至近

主蒸気逃がし安全弁分解検査 14年間 安全保護系保護検出要素性能(校正)検査 至近

主蒸気隔離弁機能検査 14年間 プロセス計装品点検手入立会検査の設定値確認検査 至近

主蒸気隔離弁漏えい率検査 14年間 エリアモニタ点検手入立会検査 至近
非常用ディーゼル発電機,高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電
機,高圧炉心スプレイ系,低圧炉心スプレイ系,低圧注水系,原
子炉補機冷却系,直流電源系機能検査

14年間 プロセスモニタ点検手入立会検査 至近

残留熱除去系主要弁分解検査 14年間 原子炉建屋天井クレーン点検手入立会検査 至近

高圧炉心スプレイ系主要弁分解検査 14年間 主要ファン運転性能検査(T/Bﾌｧﾝ ) 6
低圧炉心スプレイ系主要弁分解検査 14年間 主要ファン運転性能検査(R/Bﾌｧﾝ ) 2
自動減圧系機能検査 14年間 原子炉再循環ポンプ点検手入立会検査 10
制御棒駆動系機能検査 7 タービン系主要弁点検手入立会検査 2
制御棒駆動機構分解検査 7 主要ポンプ点検手入立会検査（ＣＲＤ） 2

水圧制御ユニット点検手入立会検査 7
プランジャーポンプ点検手入立会検査 10
主要ポンプ運転性能検査（ＦＣＳ） 6
原子炉建屋点検手入立会検査 10
主要ファン点検手入立会検査 10
可燃性ガス濃度制御系
可搬式再結合器移動検査 10
濃縮器点検手入立会検査 2
濃縮器設備運転性能検査 2
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検　　査　　名 調査定検回数 検　　査　　名 調査定検回数

検　　査　　名 調査定検回数



添付資料（5） 

総点検調査範囲の考え方 

 

１．機器の区分(原子炉圧力容器，炉内構造物，並びに原子炉冷却材圧力バウンダリ) 

過去 14 年分の調査範囲を明確にする為，以下の通り各機器についてその具体例を

示す。 

（１）原子炉圧力容器 

原子炉圧力容器の全てを対象とし，具体的には以下の範囲とする。 

・容器本体(告示 501 号 第 1 条(機器の区分)に従い区分される容器本体の範囲) 

・上蓋 

・インターナルポンプモータケーシング(K-6/7 のみ) 

・出入口配管ノズル(セーフエンド含む) 

・監視試験片 

・圧力容器付属構造物(工認において原子炉圧力容器として申請している範囲) 

(制御棒駆動機構ハウジング，中性子束計測ハウジング，支持構造物(基礎ボルト)等) 

 

（２）炉内構造物 

炉内構造物の全てを対象とし，具体的には以下の範囲とする。 

・炉心支持構造物(告示 501 号 第 1 条(機器の区分) に従い規定される範囲) 

・蒸気乾燥器 

・気水分離器(スタンドパイプ含む) 

・各スパージャー(給水，非常用炉心冷却系) 

・ジェットポンプ 

・原子炉圧力容器内配管(非常用炉心冷却系，差圧検出系，ほう酸水注入系，中性

子束計測案内管) 

 

（３）原子炉冷却材圧力バウンダリ構成機器 

原子炉冷却材圧力バウンダリとは，「発電用原子力設備に関する技術基準を定め

る省令(省令 第 62 号) 第 2 条 第 9 号」に定めるものであり，原子炉冷却材圧

力バウンダリを構成する機器とは，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準

(告示 第 501 号) 第 2 条 第 1 号」に定める第 1種機器のことである。 

具体的には，JEAG4602-1992「原子炉圧力冷却材バウンダリ，原子炉格納容器バ

ウンダリの定義規程」に示す範囲の構成機器を調査範囲とする。 

 

なお，原子炉圧力容器は原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器であるが，

(1)項での調査対象範囲となることから，「原子炉圧力冷却材バウンダリ」からは除

外することとする。 
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２．原子炉冷却材圧力バウンダリの補足説明 

（１）小口径配管 

小口径配管については，冷却材の補給が十分可能なほど破断時の流出量が少ない

口径の配管に分類されるため，原子炉冷却材圧力バウンダリから除外する。 

具体的には，JEAG4602-1992「原子炉圧力冷却材バウンダリ，原子炉格納容器バ

ウンダリの定義規程」の考え方に準拠し，１インチ未満の配管については，除外を

することとする。 

 

（２）ポンプモータ等の駆動部 

原子炉冷却材圧力バウンダリは圧力障壁を構成する範囲を意図しているので，ポ

ンプモータ，弁駆動部等の付属機器は原子炉冷却材圧力バウンダリから除外する。 

 

（３）支持構造物 

工認では，強度計算を行っているだけであり，本文記載範囲ではないため，付属

設備として取扱い，原子炉冷却材圧力バウンダリから除外する。 

 

（４）再循環ポンプの内部品 

再循環ポンプのシール，主軸，羽根車等の内部構成品は「発電用原子力設備に関

する構造等の技術基準(告示 第 501 号) 第 70 条 第 1 号」の規定により，原子

炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器から除外されているため，原子炉冷却材圧

力バウンダリから除外する。 

 

（５）弁 

原子炉冷却材圧力バウンダリの範囲内に設置されている弁であって，耐圧部であ

る弁箱，弁ふた，及び弁体(弁座含む)等が対象範囲となる。（弁体(弁座含む)は，

破損が発生しても外部に流体が漏れることはないが，弁の機能上きわめて重要であ

り，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準(告示 第 501 号) 第 79 条 第

1 号」の規定に従い対象範囲とする)。 
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記録調査期間と該当定期検査 （年度）

Ｓ６２ Ｓ６３ Ｈ1 Ｈ２ Ｈ３ Ｈ４ Ｈ５ Ｈ６ Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

福島第一 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回 第19回 第20回 第21回 第22回 第23回
S62.11.20～
S63.4.27

H1.5.25～
H2.4.27

H3.1.10～
H3.7.30

H4.1.7～
H4.8.11

H5.9.10～
H6.3.15

H7.4.10～
H7.7.19

H8.8.18～
H9.3.19

H10.4.2～
H10.6.16

H11.7.16～
H11.11.30

H12.12.21～
H13.12.11

第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回 第19回
S63.8.27～
H1.1.19

H2.1.28～
H2.8.23

H3.9.10～
H4.3.13

H5.1.16～
H5.6.18

H6.4.10～
H7.1.12

H7.12.22～
H8.4.10

H9.2.18～
H9.7.1

H10.8.12～
H11.8.4

H12.8.21～
H12.11.2

H13.12.2～
H14.4.17

第９回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回 第19回
S62.5.21～
S62.11.12

S63.10.17～
H1.3.8

H2.3.10～
H2.9.5

H3.9.18～
H4.2.14

H5.2.22～
H5.8.3 H6.9.2～H7.2.3 H7.12.8～

H8.4.26
H9.5.26～
H10.9.11

H11.10.11～
H12.3.3

H13.4.3～
H13.6.19 H14.7.18～

第９回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回 第19回
H1.3.11～
H1.8.9

H2.9.8～
H3.1.31

H4.2.22～
H4.8.6

H5.9.4～
H6.2.10

H7.2.26～
H7.5.23

H8.4.21～
H88.20

H9.9.18～
H10.3.31

H11.3.19～
H11.5.21

H12.5.17～
H12.10.12

H13.10.2～
H13.12.7

第９回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 － 第18回 第19回
H1.2.27～
H1.6.29

H2.7.28～
H3.1.16

H4.1.10～
H4.5.12

H5.3.3～
H5.8.19

H6.9.15～
H7.2.16

H7.12.15～
H8.3.19

H9.3.21～
H9.8.5

H10.9.18～
H10.12.9

H11.12.8～
H12.10.27

H13.11.10～
H14.1.11

第８回 第９回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回
H1.9.9～
H2.3.23

H3.3.2～
H3.6.25

H4.3.8～
H4.9.10

H5.9.15～
H6.3.23 H7.4.7～H7.8.2 H8.9.1～

H9.1.17
H10.2.12～
H10.6.26

H11.7.25～
H11.10.8

H12.11.8～
H13.3.7

H14.4.7～
H14.10.17

福島第二 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回
S63.6.15～
S63.11.10

H1.9.24～
H2.1.24

H2.12.17～
H3.5.28

H4.4.20～
H4.8.5

H5.9.4～
H6.2.18

H6.12.18～
H7.3.28

H8.4.22～
H8.8.23

H9.9.23～
H9.11.27

H10.12.17～
H11.4.9

H12.5.9～
H12.7.13

H13.8.13～
H13.12.7

第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回
S63.11.1～
H1.2.10

H2.3.9～
H2.7.26

H3.8.25～
H3.12.10

H4.11.15～
H5.4.27

H6.4.19～
H6.8.9 H7.9.6～H8.1.9 H9.1.31～

H9.4.11
H10.5.11～
H10.8.14

H11.9.12～
H11.11.17

H12.12.15～
H13.4.10 H14.5.7～H14.7

第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回 第10回 第11回 第12回
S62.10.24～
S63.2.9

S64.1.7～
H2.12.20

H3.11.15～
H4.3.19

H5.3.30～
H5.8.4 H6.9.3～H7.2.7 H8.2.28～

H8.5.10
H9.5.7～
H9.8.12

H10.9.12～
H10.11.13

H11.12.12～
H12.3.30

H13.4.29～
H14.1.11

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回 第10回 第11回
S63.9.10～
S63.12.22

H2.1.10～
H2.4.18

H3.4.26～
H3.8.6 H4.9.5～H5.2.4 H6.2.2～H6.6.7 H7.5.21～

H7.8.15
H8.9.24～
H9.1.14

H10.2.13～H10.4.24 H11.5.21～
H11.7.29

H12.8.7～
H12.11.30

H14.1.5～
H14.3.20

柏崎刈羽 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回 第10回 第11回 第12回 第13回
H1.4.15～
H1.7.27

H2.8.26～
H3.1.29

H4.2.28～
H4.6.17

H5.4.18～
H5.8.20

H6.9.18～
H6.12.27

H8.1.26～
H8.5.28

H9.6.28～
H9.9.11

H10.10.6～
H11.1.19

H12.2.17～
H12.5.12

H13.5.7～
H13.8.24 H14.9.3～

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回
H3.10.1～
H4.1.17

H5.2.1～
H5.5.18

H6.4.27～
H6.8.9

H7.9.8～
H7.12.5

H8.12.16～
H9.4.16

H10.5.11～
H10.7.16

H11.9.3～
H11.11.5

H12.12.2～
H13.4.3

H14.3.29～
H14.5.24

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回
H6.9.10～
H6.12.22

H8.1.9～
H8.3.27

H9.4.24～
H9.7.8

H10.8.8～
H10.11.27

H11.12.24～
H12.3.17

H13.4.17～
H13.8.8 H14.8.10～

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回
H7.2.10～
H7.5.30

H8.5.9～
H8.7.23

H9.9.15～
H9.12.16

H11.1.10～
H11.3.19

H12.4.15～
H12.6.23

H13.7.23～
H13.12.7

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回 第９回
H3.4.15～
H3.8.2

H4.9.1～
H4.12.15

H6.1.14～
H6.4.26

H7.5.9～
H7.8.11

H8.9.7～
H8.11.26

H9.12.20～
H10.4.10

H11.5.10～
H11.7.30

H12.8.26～
H12.12.15

H14.1.14～
H14.3.26

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回
H9.11.20～
H10.2.13

H11.3.13～
H11.5.21

H12.6.12～
H12.8.29

H13.9.28～
H13.12.27

第１回 第２回 第３回 第４回
H10.5.27～
H10.8.18

H11.9.18～
H11.11.26

H12.12.24～
H13.3.9 H14.4.9～

○原子炉圧力容器及びその内部構造物
　並びに原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器の調査範囲

○上記機器以外の調査範囲　：　それぞれの機器について定めた期間（例，至近の本格点検まで遡った期間）について調査を行う。

３号機

４号機

１号機

２号機

４号機

３号機

５号機

６号機

１号機

２号機

－

７号機

－

３号機

４号機

５号機

６号機

１号機

２号機

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－－

－ －

－

－

－

－

－

中間報告（過去５年間）H9.9.20 H14.9.20

H14.9.20S63.9.20 最終報告（過去１４年間）

添
付
資
料
（６
）
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記録類の照合イメージ 

 

 
当社保有 工事施工会社保有

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

当社が作成した検査成績書 

・定期検査成績書 A，B，C，D 検査 

①② 

・使用前検査成績書①② 

・溶接検査成績書（新法適用） 

①③⑤ 

当社に提出された工事報

告書

・工事報告書①②③④⑤⑥

・委託報告書①②

工事施工会社が作成

している工事報告書

・工事報告書①②⑥

・委託報告書①②

※１：ほとんどが工事施工会社の工事報告書に添付され
る。工事施工会社の工事報告書に添付されない記
録で正式保管されているものは調査対象とする。

Ⅱ.工事施工会社の記録で異常状態の記載，不整合があ

った場合，記録間の照合を行う他，当社保有報告書～

成績書について不正有無を確認する。

Ⅰ.チェックシートに基づき工事施工会社の報告書類に対し

て異常状態等の記載有無及び不整合有無を確認する。

工事施工会社の発注先が作成している

工事記録 ※１

・溶接検査記録（旧法適用）①②

・ＶＴ，ＵＴ，ＥＣＴ等の記録①②
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確認する観点
①不具合等の記載の有無の確認(特記事項，懸案事項が記載されていないかどうか，検査結果に「不良」と記載されていないかどうか。)。 

②記載内容の妥当性確認(書類間に不整合，欠落が無いかどうか。)。 

③技術基準適合維持義務違反の有無の確認。 

添
付
資
料
（
7）

④報告義務違反の有無の確認。 

⑤無認可，無届工事の有無の確認(電気事業法施行規則 別表第二の分類に従い適切に許認可を受けているか。)。 

⑥国に約束した点検・工事の確実なる実施確認。 



事故・故障事例等（法律・大臣通達対象）水平展開実施状況チェックシート

Ｎｏ 件名 会社名 ユニット 事象発生
年月日 系統設備名 電気工作物名 事象発生

箇所 １Ｆ１ １Ｆ２ １Ｆ３ ＫＫ５ＫＫ６ＫＫ７ 備考

○○電力 △△号機 ○○設備 ××ポンプ

添
付
資
料
（
8）

国に対して報告がなされている過去の
トラブル事象を記入

凡例
中性子計測ハウジングのひびについ
て

該当する会社名，プラント名

凡例
東京電力　1F-3

国に対して報告がなされている過去のトラブル事象に基づ
き，系統設備名，電気工作物名、事象発生個所を記入

凡例
系統設備名・・・原子炉冷却系統設備
電気工作物名・・・原子炉冷却材再循環ポンプ（Ａ）号機
事象発生箇所・・・メカニカルシール
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凡例）
－：水平展開対象外，
●：設備面の対策を一部でも実施済みのもの
◎：設備面の対策が未実施のもの
△：設備面の対策は不要なもの
　　（例えば，対策がマニュアル改訂のみのもの等）



  自主点検作業の適切性確保に関する総点検チェックシート

① ① ② ① ① ② ⑤ ⑤ ⑤ ③ ④ ④ ④ ② ⑥ ⑥ 最終確認結果

工事
記録
内容

工事
報告書
内容

不整合
有無

工事
記録
内容

工事
報告書
内容

申請
届出
要否

申請
届出
実績

問題
有無 要否 実績 問題

有無
関連
有無 適否

契約件名 個別件名

○○号機　××設備他定検工事 ○○ポンプ点検

No プラント 年度 定検
回数 設備名工事報告書名

工事施工会社保有 当社保有 報告書
不整合
有無

許認可関係 国への報告 水平展開

備考
技術
基準
適合性

検査
適切性
有無

疑義案件

該当するプラント名
1F　福島第一原子力発電所
2F　福島第二原子力発電所
KK　柏崎刈羽原子力発電所

凡例
2F-2・・・福島第二原子力発電所　２号機

該当する定検年度、定
検回数を記入

該当する工事報告書の個別契約件名

凡例
2号　RPV・EHC設備他定検工事

各契約件名の中で実施している個別
工事件名(工事報告書単位)

凡例
ＣＵＷポンプ点検

設備名の略称を記入

凡例
RPV・・・原子炉圧力容
器

工事施工会社，及び当社が保有する工事記録
において，不適合事項の有無を確認。

○・・・問題無し
△・・・疑義有り
×・・・問題あり

許認可関係，技術基準，国への報告等が適切
に行われていたか確認。

○・・・問題無し
△・・・疑義有り
×・・・問題あり

確認する観点

①不具合等の記載の有無の確認(特記事項、懸案事項が記載されていないかどうか、検査結果に「不良」と記載され
ていないかどうか)。
②記載内容の妥当性確認(書類間に不整合，欠落が無いかどうか)。
③技術基準適合維持義務違反の有無の確認。
④報告義務違反の有無の確認。
⑤無認可、無届工事の有無の確認(電気事業法施行規則　別表第二の分類に従い適切に許認可を受けているか)。
⑥国に約束した点検・工事の確実なる実施確認。

添
付
資
料
（
9）
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  検査成績書の適切性チェックシート

① ① ② ③ ⑤

検査名 成績書
内容

工事
記録
内容

工事
報告書
内容

契約件名 個別件名

○○号機××設備他定検工事△△系(主配管・主要弁)

工事報告書名　　

当社保有

備考不整合
技術
基準
適合性

溶検
申請
適否

不適切
の有無

定検
回数年度プラントNo.

添
付
資
料
（
10）
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該当するプラント名
1F　福島第一原子力発電所
2F　福島第二原子力発電所
KK　柏崎刈羽原子力発電所

凡例
2F-2・・・福島第二原子力発電所　２号機

該当する定検年度、
定検回数を記入

該当する検査件名を記入

凡例
第１種機器供用期間中検査

検査成績書の記載内容に従
い，不良等の有無を確認

○・・・問題無し
△・・・疑義有り
×・・・問題あり

該当する工事報告書の個別契約件名、工事
件名を記入

凡例
1R PLR配管取替及び同関連除去除却工事

原子炉再循環系（主要弁・主配管）

当社保有の検査成績書と関連する工事報告
書の記載内容について,不整合の有無を確
認。

○・・・問題無し
△・・・疑義有り
×・・・問題あり

技術基準，溶検申請等が適切に行
われていたか確認。

○・・・問題無し
△・・・疑義有り
×・・・問題あり

　　確認する観点

　　①不具合等の記載の有無の確認(特記事項、懸案事項が記載されていないかどうか、検査結果に「不良」と記載
　　　されていないかどうか)。
　　②記載内容の妥当性確認(書類間に不整合，欠落が無いかどうか)。
　　③技術基準適合維持義務違反の有無の確認。
　　④報告義務違反の有無の確認。
　　⑤無認可、無届工事の有無の確認(電気事業法施行規則　別表第二の分類に従い適切に許認可を受けているか)。
　　⑥国に約束した点検・工事の確実なる実施確認。



添付資料（11) 

 

報告書，記録等の判断基準について(基本方針) 

 

当社保有の工事報告書，検査成績書，工事施工会社保有の工事報告書，工事記録等

について，調査過程における判断基準を以下に示す。 

なお，本基本方針に示していない技術的な判断を行う事が必要な場合は，別途判断

記録を残す。 

 

① 不具合等の記載の有無の確認 

報告書の特記事項，懸案事項が記載されていないかどうか，検査結果に「不良」と

記載されていないかどうか確認し，問題の有無をチェックする。なお，要望事項につ

いては除く。 

 

② 記載内容の妥当性確認 

書類間(工事記録と工事報告書間，当社と工事請負会社保有の工事報告書間，検査成

績書と工事報告書間)に矛盾，重要な情報の削除が無いかどうか確認を行う。 

 

③ 技術基準適合維持義務違反の有無の確認。 

以下のような観点から，技術基準適合性を判断し，違反の有無を調査する。 

a.基本的な考え方 

適用法令としては，電気事業法第 39 条に規定している事業用電気工作物に対す

る維持基準であり，ここで定められている技術基準への適合性維持がなされている

か否かを調査する。 

b.具体的な判断基準 

適用する具体的な技術基準は以下の通り。 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令(省令第 62 号) 

発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(省令第 51 号) 

電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令(省令第 123 号) 

これらの基準に適合しないものをそのまま使用したかどうか，判断を行う。 

 

④ 報告義務違反の有無の確認。 

a. 原子炉等規制法関連 

以下のような観点から，報告義務適合性を判断し，違反の有無を調査する。 

(1)基本的な考え方 

適用法令としては，原子炉等規制法第67条に基づく実用炉則第24条であり，

ここに掲げている報告徴収範囲か否かを調査する。 

 

26 



(2)具体的な判断基準 

適用する具体的な報告義務基準は，実用炉則第 24 条 第 2 項 第 3 号「原子

炉の運転停止中において原子炉の運転に支障を及ぼすおそれのある原子炉施

設の故障があったとき」であり，「原子炉の運転に支障を及ぼすおそれのある

原子炉施設の故障」とは，当該故障を放置して原子炉の運転を再開した場合，

原子炉の運転が停止するか，又は停止する必要が生じるおそれのある故障をい

う。 

ただし，経年劣化による取替予定のもの，又は予防保全として修理するもの

は除く。 

 

b.電気事業法関連 

以下のような観点から，報告義務適合性を判断し，違反の有無を調査する。 

(1)基本的な考え方 

適用法令としては，電気事業法第 106 条，及び電気関係報告規則第 3条であ

り，ここに掲げている報告徴収範囲か否かを調査する。 

(2)具体的な判断基準 

適用する具体的な報告義務基準は，電気関係報告規則第 3条の「主要電気工

作物の損壊事故」が対象となる。定期報告と事故報告の手引きによると，「主

要電気工作物の損壊事故」の定義は「主要電気工作物がその損傷，又は破壊に

より機能を著しく低下し，又は喪失すること」であり，「機能の著しい低下」

とは，主要電気工作物を構成する設備の損傷又は破壊により当該電気工作物の

属する施設全体として速やかに運転を停止して手直しを行うなどの対応が必

要になり，運転が継続できなくなることをいう。 

また，「機能の喪失」とは，主要電気工作物を構成する設備が損傷又は破壊

する事により主要電気工作物が使用不能となることをいう。 

ただし，設計時に経年劣化が予想され，かつ，その損傷が予想された範囲の

ものであらかじめ決められた期間中にその補修が可能である場合は除く。 

 

c.軽微な故障報告の基準に基づく報告義務基準 

以下のような観点から，報告義務適合性を判断し，違反の有無を調査する。 

(1)基本的な考え方 

適用基準は，「原子力発電所における安全確保対策の強化について」(昭和 52

年 3 月 3 日付け大臣通達)であり，ここに掲げている報告徴収範囲か否かを調

査する。 

(2)具体的な判断基準 

適用する具体的な報告義務基準は，「原子炉の運転に関連する主要な機器に機

能低下，又はそのおそれがある故障が生じたとき」となる。 

ただし，以下のような軽度な場合は除く。 
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・ 機能低下に至っているが消耗品の取替え等により復旧可能な場合。 

・ 機能低下に至っていない故障で，事象の進展も明らかにゆるやかで直ちに

は修理が不要な場合。 

 

⑤ 無認可，無届工事の有無の確認。 

電気事業法施行規則 別表第二の分類に従い，所定の手続(工事計画認可，溶接検査)

を踏まずに改造，修理，取替えを行っていないか調査し，適切に許認可を受けている

か確認を行う。 

 

⑥ 国に約束した点検・工事の確実なる実施確認。 

事故・故障事例等の水平展開に係る記録の適切性については，国に約束した水平展

開の工事が確実に行われたかの観点で確認を行う。 

従って，定期検査報告書に記載されている事故・故障事例等の対策及び水平展開実

施状況報告書により平成 8 年 8 月 1 日以降運転管理専門官あるいは保安検査官に説明

を行っている事故・故障事例等を対象とする。 

 

以上 
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添付資料（12） 

総 点 検 工 程 

 

平成１４年 平成１５年  

9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

 

 

 

 

自主点検作業の総点検 

 

 

 

総点検計画立案 

 

 

 

総点検の実施 

 

 

 
原子炉圧力容器，炉内 
構造物，圧力バウンダ 
リ構成機器の過去5年 
間分調査 

 
 上記範囲（中間報告）
のまとめ 

 

 上記以外の範囲の 

調査 

 

 最終報告のまとめ 

 

 

   

 

11/15

▽ 

   

 

 

   

 

 

3/末 

▽

中間報告            最終報告
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総点検に係わる主な指摘事項
報　　告　　書　　名

契　約　件　名 個　別　件　名

1
報告
済

１Ｆ－２ Ｈ１３ 19 ２Ｒ　ＳＲＶ設備他定検
工事

２Ｒ　ＳＲＶ設備他
定検工事

ＲＨＲ
（弁） 岡野バルブＲＨＲ系弁（１０－０２５Ａ）の弁シート部に傷がある。

弁体シート肉盛部は、告示第８３条の解説に記載されているように告示対象外である。ＰＴ指示が
あったステライト溶接肉盛部はステライトの剥離の可能性もないことから問題ないと判断する。また、
漏洩の可能性はあるが上流ＲＰＶバウンダリ逆止弁により機能が保たれていることから運転上問題
ないと判断する。なお、次回点検時交換を計画している。

告示第
501号 ◯

2
報告
済

１Ｆ－３ Ｈ９ 16 ３Ｍ　ＡＯＶ駆動部他
定検工事

３Ｍ　ＡＯＶ駆動部
他定検工事

ＦＤＷ
（弁） 岡野バルブＦＤＷ系弁（２－０２９Ｂ）の弁シート部に傷がある。

弁体シート肉盛部は、告示第７９条の解説に記載されているように告示対象外である。ＰＴ指示が
あったステライト溶接肉盛部はステライトの剥離の可能性もないことから問題ないと判断する。また、
漏洩の可能性はあるが常時「開」で運用されている弁であり、運転上問題ないと判断する。なお、次
回点検時交換を計画している。

告示第
501号 ◯

3
報告
済

１Ｆ－５ Ｈ１１ 17 ５Ｒ　水没弁他点検手
入工事

５Ｒ　水没弁他点検
手入工事

ＲＨＲ
（弁） 岡野バルブＲＨＲ系弁（１０－０８１Ａ）の弁シート部に傷がある。

弁体シート肉盛部は、告示第７９条の解説に記載されているように告示対象外である。ＰＴ指示が
あったステライト溶接肉盛部はステライトの剥離の可能性もないことから問題ないと判断する。また、
漏洩の可能性はあるが常時「開」で運用されている弁であり、運転上問題ないと判断する。なお、第
２１回定検（Ｈ１７）に交換を計画している。

告示第
501号 ◯

4
報告
済

ＫＫ－３ Ｈ１３ 6 ３号水没弁点検手入
工事他１件

水没弁点検手入工
事（手動弁）

ＲＨＲ
（弁） 東　芝 ＲＨＲ系弁（Ｆ０３０Ｂ）の弁シー

ト部に傷がある。

弁体シート肉盛部は、告示第７９条の解説に記載されているように告示対象外であり、判定基準も定
められていない。当該検査部はステライト溶接肉盛部であり、ＰＴ指示があった部位については評価
を行い、弁の機能上問題となる欠陥ではないと判断した場合は「良」と判断している。当該弁は、ク
ラックによるステライトの剥離の可能性がないと判断し復旧している。この弁は、隔離弁のメンテナン
ス用弁で常時開で運用される弁でプラント運転上問題とならず、機能上問題ない。

告示第
501号 ◯

5 １Ｆ－３ Ｈ９ 16 ３Ｒ ＲＰＶ設備他定検
工事

ＣＲＤ挿入・引抜き
配管点検

ＣＲＤ
（配管） 東　芝 配管表面にＰＴによる指示模様

が有る。
欠陥深さはプログレスＰＴで0.5mmと浅く、肉厚も告示第５８条（管の形状）等に定める必要最小肉厚
を満たしており、機能上問題ない。なお、現在、当該配管の取替中である。

告示第
501号 ◯

6 １Ｆ－３ Ｈ６ 14 3R RPV設備他定検
工事

制御棒駆動水圧系
挿入引抜き配管健
全性調査

ＣＲＤ
（配管） 東　芝 配管表面にＰＴによる指示模様

が有る。
欠陥深さは、欠陥長さから評価した結果、最大で1.55mmであり、肉厚は告示第５８条（管の形状）等
に定める必要最少肉厚を満たしており、機能上問題ない。なお、現在、当該配管の取替中である。

告示第
501号 ◯

7 １Ｆ－２ Ｈ１３ 19 Ｄ／Ｗ内設備他定検
工事

ＣＲＤ挿入引抜配管
点検

ＣＲＤ
（配管） 東　芝 配管表面にＰＴによる指示模様

が有る。

欠陥深さはＥＣＴで測定不可能な程度と浅く、肉厚も告示第５８条（管の形状）等で定める必要最小肉
厚を満たしており、機能上問題ない。当該欠陥は研磨により除去された。なお、次回定検で取替を計
画している。

告示第
501号 ◯

8 １Ｆ－６ Ｈ１２ 16 ６Ｒ ＲＰＶ設備他定検
工事

ＣＲＤ挿入引抜配管
健全性調査

ＣＲＤ
（配管） 東　芝 配管表面にＰＴによる指示模様

が有る。
欠陥深さはＥＣＴで１㎜と浅く、肉厚も告示第５８条（管の形状）等で定める必要最小肉厚を満たして
おり、機能上問題なし。なお、次回定検で取替を計画している。

告示第
501号 ◯

9 ２Ｆ－１ Ｈ６ 10 １Ｒ　ＳＲＶ設備他定検
工事 弁類点検・手入れ ＲＨＲ

（弁） 岡野バルブ停止時冷却注入弁（Ｆ０２８Ｂ）の弁シート面に傷がある。

弁体シート肉盛部は、告示第８３条の解説に記載されているように告示対象外である。また、当該弁
はＲＰＶバウンダリ弁ではない。さらに、下流側の弁（Ｆ０２９Ｂ）と一組になって格納容器の隔離機能
を維持するため、当該弁がシートパスする状態となっていてもＦ０２９弁が健全であるので格納容器
の隔離機能は維持できる。

告示第
501号 ◯

10 ＫＫ－１ Ｈ９ 9 １号ＲＰＶ・ＥＨＣ設備
他定検工事 ＭＳＩＶ点検 ＭＳＩＶ 東　芝 ＭＳＩＶ（ Ｆ００２Ｂ）の弁シート部

に傷がある。

弁体シート肉盛部は、告示第７９条の解説に記載されているように告示対象外である。ＰＴ指示が
あったステライト溶接肉盛部はステライトの剥離の可能性もないことから問題ないと判断する。なお、
ＭＳＩＶは二重であり３Ｂが健全であること、摺合せ補修を実施し漏えい検査でリークのないことを確
認していることから、機能上問題ないと判断する。

告示第
501号 ◯

11 ＫＫ－２ Ｈ１２ 8 2号水没弁点検手入
工事他2件

水没弁点検手入工
事(手動弁)

ＲＨＲ
ＦＤＷ
（弁）

東　芝

RHR系水没弁(E11-F023A，
F023B， F030A)，FDW系水没
弁(B21-F053A，F053B)の弁
シート部に傷がある。

弁シート部肉盛部は, 告示第79条の解説にも記載されている様に、 告示対象外である。当該弁はい
ずれも通常「開」の手動弁であり,運転状態にかかわらず隔離機能は要求されていない為,PT指示が
有っても弁としては機能上問題はないと判断する。

告示第
501号 ◯

告示第５０１号：発電用原子力設備に関する構造等の技術基準

評　価判断基準調査結果問　　　題　　　点プラント名管理
番号

工事施工会
社企業設備名定検

回数年度
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添付―５

使用前検査成績書

No プラント定検回 検査名 項目 懸案内容

1 KK-3 5 制御棒取替工事(イ)項使用前検査 ─ 検査成績書に検査日
記入無し

定期検査成績書

NO. プラント定検回 検査名 項目 懸案内容

1
報告済

2F-4 9 第1種機器供用期間中検査 B 記録すべきエコーの種
類を転記ミス

2
報告済

KK-1 12 原子炉隔離時冷却系機能検査 B
検査記録の摘要欄に「記
録確認」と記載すべきとこ
ろに、記載無し

3 1F-4 14 非常用ディーゼル発電機，炉心スプレイ系及び低
圧注水系機能検査 Ａ 自動起動信号の名称

の誤記

4 1F-5 13 第1種機器供用期間中検査 B 検査記録に検査結果
の記入漏れ(良否判断)

5 1F-5 18 原子炉格納容器スプレイ系機能検査 Ａ
検査記録でMKS単位系
の記録を記入不要とする
注記の記載なし

6 2F-4 8 総合負荷性能検査 Ａ 検査記録に記載した記録
が一桁間違って記載

7 KK-1 3 総合負荷検査 Ｃ 検査記録に検査結果
の記入漏れ(良否判断)

8 KK-1 5 総合負荷性能検査 Ａ 検査記録に検査結果
の記入漏れ(良否判断)

9 KK-1 5 総合負荷検査 Ｃ 検査記録に検査結果
の記入漏れ(良否判断)

10 KK-2 8 蒸気タービン開放検査 Ａ 前回検査後の事故の
有無の項に記載なし

11 KK-3 4 液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインターロック
機能検査 B 弁の開閉確認における判

定基準(開閉表示)誤記

12 KK-5 5 非常用ガス処理系機能検査 Ａ 検査成績書における検
査申請番号の誤記

13 KK-5 9 総合負荷検査 Ｃ 検査成績書の中で気象
条件に対する目標値誤記

14 KK-7 1 原子炉格納容器スプレイ系機能検査 A 検査成績書の一部に
号機名誤記
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自主検査成績書

NO. プラント定検回 検査名 項目 懸案内容

1
報告済

2F-3 10 MSIV点検手入 D 工事報告書の推奨事項を検
査成績書に誤って添付

2
報告済

KK-3 5 原子炉再循環ポンプ点検手入立会検査 D 立会検査記録に印漏
れ

3
報告済

KK-3 6 主蒸気隔離弁点検手入立会検査 D 立会検査記録に印漏
れ

4
報告済

KK-5 6 SRV点検手入立会検査 D 検査成績書の一部に
号機名誤記

5
報告済

KK-5 7 原子炉再循環ポンプ運転性能検査 D 立会検査記録に印漏
れ

6 1F-1 18 制御棒駆動機構点検手入立会検査（大気圧時機
能検査） Ｄ 検査記録に検査結果の

記入漏れ(良否判断無し)

7 1F-2 19 水圧制御ユニット点検手入立会検査 Ｄ 検査記録の検査年月
日の誤記

8 1F-3 15 給水加熱器点検手入立会検査 Ｄ 検査成績書に印漏れ

9 1F-3 15 制御棒駆動機構点検手入立会検査（大気圧時機
能検査） Ｄ 検査記録に検査結果の

記入漏れ(良否判断無し)

10 1F-4 17 主要ファン運転性能検査 Ｄ 検査記録に許容電流
値の記載漏れ

11 1F-4 18 主要ファン運転性能検査 Ｄ 検査記録に許容電流
値の記載漏れ

12 2F-1 15 警報設定値確認検査 Ｄ 検査記録の許容値誤
記(小数点記入忘れ)

13 KK-1 8 水圧制御ユニット点検手入立会検査 Ｄ
検査記録の中に一部対
象水圧制御ユニット番号
誤記

14 KK-2 8 主要ポンプ運転性能検査(FPCポンプ) Ｄ 検査記録の測定値か
らの転記ミス

15 KK-5 4 制御棒駆動機構点検手入立会検査（大気圧時機
能検査） Ｄ 検査記録の記録処理ミ

ス(端数処理)

16 KK-5 8 原子炉建屋点検手入立会検査 D 検査記録の対象ユニッ
ト誤記(系列名の誤記)

17 KK-7 2 主要ポンプ運転性能検査(FPCポンプ) Ｄ 検査記録の測定値か
らの転記ミス
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契約件名 個別件名

1
報告済 ２Ｆ－３ Ｈ７ 7 ３Ｒ　ＲＰＶ設備他定検工事 供用期間中検査工事 ＰＬＲ配管

（ラグ含む）
工事施工会社保有記録と当社保有記録の配管継手番号に相違有り
（工事施工会社611-101-F92A、当社611-101-F29A）

機能上問題なし
（当社保有記録の誤記） ○

2
報告済 ＫＫ－１ Ｈ１０ 10 １号　ＲＰＶ・ＥＨＣ設備他定検工事 逆止弁点検（その１） ＲＣＩＣ 本文に２弁について弁体交換実施と記載（工事施工会社、当社保有記録共）

当社保有記録の点検記録の特記事項に弁体交換の記載なし
機能上問題なし
（記載漏れ） ○

3
報告済 ＫＫ－１ Ｈ１０ 10 ― １号ＲＰＶ胴フランジシール修理工

事 ＲＰＶ 当社保有記録に写真記録なし 機能上問題なし
（落丁） ○

4
報告済 ＫＫ－１ Ｈ１０ 10 １号　ＲＰＶ・ＥＨＣ設備他定検工事 ＭＳＩＶ点検 ＭＳＩＶ 工事施工会社保有の浸透探傷試験成績書に指示模様の試験評価で機能上問題

無しの記載があるが当社保有記録に記載なし
機能上問題なし
（記載漏れ） ○

5
報告済 ＫＫ－１ Ｈ１０ 10 １号　ＲＰＶ・ＥＨＣ設備他定検工事 ＭＯ弁点検（ベローシール弁） ＭＳ－Ｆ０１６

ＲＨＲ－Ｆ０５５Ｂ
工事施工会社保有記録に開度計のスペック記載があるが当社保有記録に記載な
し

機能上問題なし
（記載漏れ） ○

6
報告済 ＫＫ－１ Ｈ１２ 11 １号　ＲＰＶ・ＥＨＣ設備他定検工事 配管減肉調査 配管 工事施工会社保有の施工結果及び処置欄に対象箇所の記載有り（当社保有記

録に記載なし）
機能上問題なし
（記載漏れ） ○

7
報告済 ＫＫ－２ Ｈ１０ 6 ２号　ＳＲＶ設備他定検工事 ＳＲＶ設備他定検工事 ＳＲＶ 工事施工会社保有記録に当社の印漏れ（当社保有記録に印有り） 機能上問題なし

（記載漏れ） ○

8
報告済 ＫＫ－２ Ｈ１１ 7 ２号　ＳＲＶ設備他定検工事 ＳＲＶ設備他定検工事 ＳＲＶ 工事施工会社保有記録にページのダブり有り 機能上問題なし

（記録管理上の不備） ○

9
報告済 ＫＫ－２ Ｈ１２ 8 ２号　ＲＰＶ・ＥＨＣ設備他定検工事 ＰＬＲポンプ本格点検　（分解・組立） ＰＬＲ 当社保有報告書に評価の最終ページなし 機能上問題なし

（落丁） ○

10
報告済 ＫＫ－２ Ｈ１２ 8 ２号　水没弁点検手入工事他２件 水没弁点検手入工事（手動弁） 弁 当社保有記録に推定原因記載なし 機能上問題なし

（記載漏れ） ○

11
報告済 ＫＫ－２ Ｈ１４ 9 ２号　ＣＲＤポンプＡＯＶ駆動部設備

定検工事 ＰＬＲポンプケーシングボルト増締 ＰＬＲその他 当社保有記録に圧力計点検記録なし 機能上問題なし
（落丁） ○

12
報告済 ＫＫ－３ Ｈ１０ 4 検査記録でMKS単位系の欄に「-」

の記入漏れ ＰＬＲポンプ簡易点検 ＰＬＲ 工事施工会社保有報告書にページのダブりがあり、当社保有報告書とページの
相違が発生

機能上問題なし
（記録管理上の不備） ○

13
報告済 ＫＫ－５ Ｈ９ 6 ５号　ＣＵＷ再生Ｈｘ水室修理工事

他７件 ５号Ｄ／Ｗ内小口径配管修理工事 ＭＳ、ＣＵＷ
ＲＨＲ、ＰＬＲ

工事施工会社保有報告書に添付されている仕切弁の点検記録が当社保有報告
書にない　　　　　　（記録は全て判定「良」）

機能上問題なし
（落丁） ○

14
報告済 ＫＫ－５ Ｈ９ 6 ５号　ＣＵＷ再生Ｈｘ水室修理工事

他７件 ５号水没弁点検手入工事 ＰＬＲ 当社保有報告書の施工結果に処置欄の記載なし 機能上問題なし
（記載漏れ） ○

15
報告済 ＫＫ－６ Ｈ１０ 2 ６号　ＲＰＶ．Ｒ／Ｂ主要計測・電気

設備他定検工事 ＲＩＰ点検 ＲＩＰ 当社保有報告書に評価のページなし 機能上問題なし
（落丁） ○

16 １Ｆ－１ Ｈ１１ 21 １Ｍ　電解コンデンサ修理－１ 計装品電解コンデンサ修理 その他計装 工事施工会社保有報告書に検査者のチェック抜け 機能上問題なし
（記載漏れ） ○

17 １Ｆ－２ Ｈ１３ 19 ２Ｒ　ＲＣＷ設備他定検工事 ＲＣＷポンプ点検 ＲＣＷ 工事施工会社と当社保有の工事報告書に記載のある検査日に相違あり 機能上問題なし
（記録管理上の不備） ○

18 １Ｆ－５ Ｈ１０ 16 ５Ｔ　タービン本体設備他定検工事 ＨＰＣＰ本格点検 ＨＰＣＰ 当社保有報告書にカップリングゴム交換の記載なし 機能上問題なし
（記載漏れ） ○

19 ２Ｆ－１ Ｈ６ 10 １Ｍ一般計測・ＣＲＤポンプ他定検工
事 ＳＧＴＳ ＳＧＴＳ 当社保有報告書に、要望事項／懸案事項の添付資料なし 機能上問題なし

（落丁） ○

20 ２Ｆ－１ Ｈ１０ 13 １Ｔ　復水ろ過装置定検工事 復水ろ過装置定検工事 ＣＦ・ＣＤ 当社保有報告書と工事施工会社保有報告書の記録に相違あり
（当社保有報告書に「不適合品管理台帳」の落丁あり）

機能上問題なし
（落丁） ○

○：不正の可能性はない

当社と工事施工会社の工事報告書の比較調査にて確認された品質保証上改善すべき事項

評 価不適合事象管理
番号

定検
回数 設備名プラント 年度

報告書名
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契約件名 個別件名

21 ２Ｆ－２ Ｈ１０ 11 ２Ｔ　復水ろ過装置他定検工事 復水ろ過装置他定検工事 ＣＦ・ＣＤ 当社保有報告書と工事施工会社保有報告書で、点検結果の記載に相違あり 機能上問題なし
（記載漏れ） ○

22 ２Ｆ－３ ｓ６３ 3 ― ジェットポンプ計測管クランプ取付工
事 炉内構造物 当社保管の報告書なし 機能上問題なし

（保管上の不備） ○

23 ２Ｆ－３ Ｈ３ 4 ３Ｒ　ＣＲＤポンプ他定検工事 ＣＲＤポンプ ＣＲＤ 当社保有報告書に、検査記録（目視点検、外観点検）の落丁あり 機能上問題なし
（落丁） ○

24 ２Ｆ－３ Ｈ７ 7 ３Ｒ　ＳＲＶ設備他定検工事 タービン弁類点検手入れ ＥＳ 工事施工会社保有報告書の弁点検記録にエロージョン等の記載があるが、当社
に報告書の保管なし

機能上問題なし
（保管上の不備） ○

25 ２Ｆ－３ Ｈ１３ 11 ３Ｔ　Ｔ／Ｂ給気加熱コイル修理工事 Ｔ／Ｂ給気加熱コイル修理工事 HVAC 工事施工会社保有報告書の要望事項／懸案事項には記載事項があるが、当社
保有報告書には記載なし

機能上問題なし
（記載漏れ） ○

26 ２Ｆ－４ Ｈ７ 6 ４Ｒ　ＳＲＶ設備他定検工事 抽気逆止弁点検手入れ ＥＳ 工事施工会社保有報告書の弁点検記録にエロージョン等の記載があるが、当社
に報告書の保管なし

機能上問題なし
（保管上の不備） ○

27 ２Ｆ－４ Ｈ１１ － ４Ｒ　タンクベント系点検手入工事 ４Ｒ　タンクベント系点検手入工事 ＴＶ 当社保有報告書と元請保有報告書で、点検記録の特記事項の記載内容に相違
あり

機能上問題なし
（記載漏れ） ○

28 ２Ｆ－３・４
ＲＷ Ｈ１２ － ３．４ＲＷ設備　点検手入工事 設備点検手入工事 ＬＣＷ、ＨＣＷ

他
当社保有報告書と工事施工会社保有報告書で、点検結果の記録に相違あり 機能上問題なし

（記載漏れ） ○

29 ＫＫ－１ Ｈ１ 3 １号　タービン設備他定検工事 ＴＣＷ配管点検 ＴＣＷ 当社保有報告書と工事施工会社保有報告書の施工内容に相違あり（当社保有報
告書に弁取替の記載なし）

機能上問題なし
（記載漏れ） ○

30 ＫＫ－１ Ｈ９ 9 １号　ＣＲＤポンプ・゚原子炉系ＡＯＶ
駆動部他定検工事 弁類点検 ＲＦＣ 当社保有報告書と工事施工会社保有報告書の点検結果に相違あり（当社保有報

告書に部品交換の記載なし）
機能上問題なし
（記載漏れ） ○

31 ＫＫ－１ Ｈ１０ 10 １号　タービン本体・ＲＩＷポンプ設備
他定検工事

復水器連続洗浄装置ポンプケーシ
ング他点検 ＣＣ 当社保有報告書と工事施工会社保有報告書の点検結果に相違あり（当社保有報

告書は現地補修、工事施工会社保有報告書は工場補修）
機能上問題なし
（当社保有記録の誤記） ○

32 ＫＫ－１ Ｈ１０ 10 １号　タービン本体・ＲＩＷポンプ設備
他定検工事 タプロゲ回収器本格点検 ＣＣ 当社保有報告書と工事施工会社保有報告書の工事所見、施工結果に相違あり 機能上問題なし

（当社保有記録の誤記） ○

33 ＫＫ－２ Ｈ７ 4 ２号　ＲＰＶ・ＥＨＣ・主要計測電気設
備定検工事 ＣＲＤ本格点検 ＣＲＤ 当社保有報告書と工事施工会社保有報告書の記録に相違あり 機能上問題なし

（工事施工会社保有記録の誤記） ○

34 ＫＫ－３ Ｈ９ 3 ３号　ＲＰＶ・タービン本体設備他定
検工事 ＨＯ弁点検（その１） ＲＨＲ 当社保有報告書と工事施工会社保有報告書の記録に相違あり 機能上問題なし

（当社保有記録の誤記） ○

35 ＫＫ－３ Ｈ１３ 6 ３号　ＲＰＶ・タービン本体設備他定
検工事 空気作動式調整弁点検 その他計装 当社保有報告書と工事施工会社保有報告書の施工結果、工事所見に相違あり

（工事施工会社保有報告書に工事範囲外の記録あり）
機能上問題なし
（工事施工会社保有記録の誤記） ○

36 ＫＫ－５ Ｈ３ 1 ５号　タービン設備他定検工事 タービン設備他定検工事（弁類点検 ） ＨＤ 当社保有報告書と工事施工会社保有報告書の点検記録に相違あり 機能上問題なし
（工事施工会社保有記録の誤記） ○

37 ＫＫ－６ Ｈ９ 1 ６号　ＲＰＶ・Ｒ／Ｂ主要計測・電気設
備他定検工事 電動弁分解点検 ＲＣＷ 当社保有報告書と工事施工会社保有報告書の工事所見、点検記録シートに相違

あり（工事施工会社保有報告書に工事範囲外の記録あり）
機能上問題なし
（工事施工会社保有記録の誤記） ○

38 ＫＫ－６ Ｈ９ 1 ６号　原子炉系一般弁定検工事 ６号　原子炉系一般弁定検工事 ＣＲＤ 当社保有報告書と工事施工会社保有報告書の工事所見、点検記録シートに相違
あり

機能上問題なし
（工事施工会社保有記録の誤記） ○

39 ＫＫ－６ Ｈ１０ － ６号　ＨＮＣＷ冷凍機他点検手入工
事

６号　ＨＮＣＷ冷凍機他点検手入工
事 ＨＮＣＷ 当社保有報告書と工事施工会社保有報告書の点検結果、点検記録に相違あり

（工事施工会社保有報告書に工事範囲外の記録あり）
機能上問題なし
（工事施工会社保有記録の誤記） ○

40 ＫＫ－７ Ｈ１０ 1 ７号　ＲＰＶ・Ｒ／Ｂ主要計測・電気設
備他定検工事 ＦＭＣＲＤボールチェッキ弁Ｌ／Ｔ ＦＭＣＲＤ 当社保有報告書と工事施工会社保有報告書の工事所見に相違あり。工事記録

上は相違なし。
機能上問題なし
（記載もれ） ○

41 ＫＫ－７ Ｈ１２ 3 ― ＨＣＵ計装配管継手部点検 ＣＲＤ 当社保有報告書と工事施工会社保有報告書の点検記録シートに相違あり 機能上問題なし
（工事施工会社保有記録の誤記） ○

○：不正の可能性はない

報告書名
設備名 不適合事象 評 価管理

番号 プラント 年度 定検
回数
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事故・故障事例等（法律・大臣通達対象）水平展開実施状況（1 / 4 ページ）

Ｎｏ 件　　名 会社名 ユニット 事象発生
年月日 系統設備名 電気工作物名 事象発生箇所 １Ｆ１ １Ｆ２ １Ｆ３ １Ｆ４ １Ｆ５ １Ｆ６ ２Ｆ１ ２Ｆ２ ２Ｆ３ ２Ｆ４ ＫＫ１ ＫＫ２ ＫＫ３ ＫＫ４ ＫＫ５ ＫＫ６ ＫＫ７ 備考

1
報告済

中性子束高による原子炉自動停止について 東京電力 ２Ｆ－３ 1988.12.03 計測制御系統設備 平均出力領域モニタ － － － － － － － ●2 ●元年 ●S63 － － － － － － － － 改良型PLR配管クロスに取替、他は運転データの監視により対応

2
報告済 中性子計測ハウジングのひびについて 東京電力 １Ｆ－４ 1997.10.13 原子炉本体 原子炉圧力容器付属構造

物
中性子計測ハウジング（炉内
配置位置 ●12 ●10 ●9 ●9 ●11 － － － － － － － － － － － － 同材質のハウジングについて、SCC対策材に取替

3
報告済

４号熱交換器高圧蒸発器入口ヘッダ分配管からの蒸気漏え
いに伴う出力降下について 日本原電 東海 1997.10.29 原子炉冷却系統設備 ４号熱交換器 高圧蒸発器入口ヘッダ分配管 － － － － － － － － － － － － － － － － － 適正なパッキンの使用を仕様書上明記しており、対策不要

4
報告済 中性子計測ハウジングのひびについて 東京電力 １Ｆ－３ 1997.12.04 原子炉本体 原子炉圧力容器付属構造

物
中性子計測ハウジング炉内配
置位置 ●12 ●10 ●9 ●9 ●11 － － － － － － － － － － － － 同材質のハウジングについて、SCC対策材に取替

5
報告済 格納容器サンプ水位上昇に伴う原子炉手動停止について 関西電力 美浜２号 1999.04.30 原子炉冷却系統 １次冷却材管 余剰抽出水系統取出配管 － － － － － － － － － － － － － － － － － 対象設備なし

6
報告済 低圧炉心スプレイ系注入弁の弁棒破断について 日本原電 東海第二 1999.05.24 原子炉冷却系統設備 低圧炉心スプレイ系 注入弁（弁棒） － － － － － － － － － － － － － － － － － リミットスイッチの調整作業は手動で行っており、対策不要

7
報告済 中性子計測ハウジングのひびについて 日本原電 東海第二 1999.06.11 原子炉本体 原子炉圧力容器付属構造

物 中性子計測ハウジング － － － － － － － － － － － － － － － － － SCC対策材を採用済

8
報告済 炉心スプレイ系スパージャ溶接部近傍のひびについて 東京電力 １Ｆ－１ 1999.08.27 原子炉本体 炉内構造物：炉心スプレイ

系（Ｂ系）スパージャ
Ｔボックス溶接部近傍 ●12 ●10 ●9 － ●11 － － － － － － － － － － － － 同材質のスパージャについてSCC対策材に取替

9
報告済 シュラウドサポートのひび割れについて 日本原電 敦賀１号 1999.12.09 原子炉本体 炉心構造物 シュラウドサポート ●12 － － ◎ － ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ － － － － － － 同材質のシュラウドサポートについて点検実施及び実施予定

10
報告済

ジェットポンプ流量計測系の不具合に伴う原子炉手動停止に
ついて 東京電力 ２Ｆ－１ 2001.01.15 原子炉本体 ジェットポンプ Ｎｏ．１７流量計測用配管 － － － － － ●14 ●12 ●12 ●13 － ●13 ●13 － － ●13 － － 応力評価を実施し、必要に応じてクランプを取付

11
報告済

残留熱除去系（Ｂ）逆止弁不具合に伴う原子炉手動停止につ
いて 東京電力 ２Ｆ－２ 2001.05.07 原子炉冷却系統設備 残留熱除去系（Ｂ）逆止弁 逆止弁（Ｆ００７Ｂ） － － － － － △ △ ●13 △ △ △ △ △ △ △ △ △ 弁が固着した場合の処置を定例試験手順書に反映、2F-2：当該弁取

替

12
報告済 シュラウド下部リングのひびについて 東京電力 ２Ｆ－３ 2001.07.06 原子炉本体 炉内構造物（シュラウド） 溶接部（Ｈ６ａ）近傍 － － － ●13 － ●14 ●13 ●14 ●13 ●13 ●13 ●12 ●14 ●13 ●12 ◎ ◎ 類似の溶接線について点検実施

13
報告済

制御棒駆動機構ハウジングのスタブチューブと原子炉圧力容
器との溶接部からの漏えい 中部電力 浜岡１号 2001.11.09 原子炉本体 圧力容器 原子炉圧力容器下部とスタブ

チューブの溶接部 － － － － － ◎ ◎ － ◎ － ◎ － － － － － － 類似の溶接線について点検実施

14 高圧注入系蒸気ドレン配管点検・保修に伴なう原子炉手
動停止について 中部電力 浜岡２号 1988.05.22 原子炉冷却系統設備 高圧注入系（ＨＰＣＩ） 入口蒸気管ドレンポット下

流配管 － － － － － － － － － － － － － － － － － 1F1～5：耐食に優れた材料に取替済、1f-6、2F、KK：対象設備なし

15 原子炉再循環ポンプ水中軸受リングのひび割れについて 東京電力 ２Ｆ－１ 1988.07.26 原子炉冷却系統設備 原子炉再循環ポンプ
（Ａ）（Ｂ） 水中軸受リング ●元年 ●元年 ●元年 ●63 ●63 ●元年 ●S63 ●S63 ●S63 ●S63 ●S63 － － － － － － 同構造の水中軸受を改良型に取替、K-2～5：建設時対策済、K-

6/7：対象設備なし

16 原子炉再循環ポンプ（Ａ）吐出弁ベント配管エルボ溶接
部からの漏洩による原子炉手動停止 東京電力 １Ｆ－３ 1988.07.27 原子炉冷却系統設備 原子炉再循環ポンプ

（Ａ）吐出弁ベント配管 エルボ溶接部 ●元年 ●63 ●63 ●元年 ●元年 ●元年 ●S63 ●S63 ●S63 ●S63 － － － － － － － 配管改造により対応、KK：振動解析により問題ないことを確認

17 原子炉再循環ポンプメカニカルシール冷却器冷却水漏洩
による原子炉手動停止について 中部電力 浜岡２号 1988.08.12 原子炉機器冷却系 原子炉再循環ポンプ

（Ｂ） フレキシブルチューブ ●元年 ●63 ●63 ●63 ●63 ●元年 ●S63 ●S63 ●S63 ●S63 － － － － － － － 1F：フレキシブルチューブ取替、2F：類似箇所点検、KK：対策済

18 インコアモニタハウジングの損傷について 中部電力 浜岡１号 1988.09.17 原子炉本体 原子炉圧力容器付属構造
物

インコアモニタハウジング
（０８ １７） ●８ ●4 ●９ ●９ ●８ － － － － － － － － － － － － 同構造のハウジングに予防保全対策工事実施

19 原子炉再循環ポンプ（Ｂ）の損傷について（最終報告） 東京電力 ２Ｆ－３ 1989.01.23 原子炉冷却材再循環系 再循環ポンプ（Ｂ） 水中軸受リング ●元年 ●元年 ●元年 ●63 ●63 ●元年 ●S63 ●S63 ●S63 ●S63 ●S63 － － － － － － K-2～5：建設時対策済、K-6/7：対象設備なし

20 蒸気乾燥器ドレンチャンネルの不具合について 東京電力 １Ｆ－１ 1989.09.16 原子炉本体 蒸気乾燥器 蒸気乾燥器ドレンチャンネ
ル ● 2 － － － － ●８ ●6 － － － ●6 － － － － － － 同構造のドレンチャンネルを改良型に改造

21 主蒸気隔離弁Ｆ００２Ｄ不具合による原子炉手動停止に
ついて 中部電力 浜岡３号 1989.09.19 原子炉冷却系統設備 主蒸気隔離弁（Ｆ００２

Ｄ） 弁体摺動ガイド － － － － － － ●5 ●４ ●４ ●４ ●5 ●4 － － ●4 － － 同構造のMSIVの構造変更実施

22 原子炉再循環ポンプ（Ａ）メカニカルシールの不具合に
よる原子炉手動停止について（同一事象あり　２件） 東京電力 ２Ｆ－４ 1990.06.12 原子炉冷却系統設備 原子炉再循環ポンプ

（Ａ） メカニカルシール － － － － － － － － － ●2 － － － － － － － 異物混入防止対策により対応、2F-4：当該部取替

23 原子炉再循環ポンプ（Ａ）メカニカルシールの不具合に
よる原子炉手動停止について 東京電力 ２Ｆ－１ 1990.06.13 原子炉冷却系統設備 原子炉再循環ポンプ

（Ａ） メカニカルシール － － － － － － ●2 － － － － － － － － － － 異物混入防止対策により対応、2F-1：当該部取替

24 中性子束高による原子炉自動停止について 東京電力 １Ｆ－３ 1990.09.09 原子炉冷却系統設備 主蒸気隔離弁（内側）８
０Ａ ステムディスクピン ● 2 ● 3 ● 2 － － ● 2 － － － － － － － － － － － 同構造のMSIVの構造変更実施

25 原子炉格納容器内床ドレン発生量の増加に伴う原子炉手
動停止について 日本原電 東海第二 1990.11.29 原子炉冷却系統設備 原子炉給水逆止弁ドレン

弁 弁シート部 － － － － － － － － － － － － － － － － － 異物混入防止対策により対応

26 原子炉出力上昇中の原子炉自動停止について 中国電力 島根２号 1990.12.04 原子炉冷却系統設備 主蒸気隔離弁 主蒸気隔離信号 － － － － － － － － － － － － － － － － － 運転手順再徹底により対応

27 炉心における針金の発見について 東京電力 ２Ｆ－４ 1992.09.19 原子炉本体炉内構造物 炉内構造物 上部格子板（燃料支持金
具） △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 異物混入防止対策を工事施工要領書に反映

28 原子炉再循環ポンプ（Ｂ）メカニカルシールの不具合に
伴う原子炉手動停止について 東京電力 ＫＫ－１ 1992.12.18 原子炉冷却系統設備 原子炉再循環ポンプ（機

器番号）（Ｂ） メカニカルシール － － － － － － － － － － ●6 － － － － － － 異物混入防止対策により対応、K-1：当該部取替

29 Ａ 原子炉再循環ポンプメカニカルシールの不具合に伴
う原子炉手動停止について

中国電力 島根２号 1993.01.18 原子炉冷却系統設備 Ａ 原子炉再循環ポンプ メカニカルシール － － － － － － － － － － － － － － － － － 異物混入防止対策により対応

30 原子炉格納容器内機器ドレン量の増加に伴う原子炉手動
停止について 中国電力 島根１号 1993.02.04 原子炉圧力容器ベントドレン系 ベント弁 弁グランド部 － － － － － － － － － － － － － － － － － 弁グランド部の締付トルク管理により対応

31 原子炉再循環ポンプ（Ａ）メカニカルシールの不具合に
伴う原子炉手動停止について 東京電力 ２Ｆ－１ 1993.02.19 原子炉冷却系統設備 原子炉再循環ポンプ（機

器番号）（Ａ） メカニカルシール － － － － － － ●5 － － － － － － － － － － 異物混入防止対策により対応、2F-1：当該部取替

32 原子炉格納容器冷却器ドレン量の増加に伴う原子炉手動
停止について 日本原電 東海第二 1993.04.03 原子炉冷却系統設備 原子炉再循環ポンプ（Ａ

号機）
シール漏えい検出管の流量
計 ●5 ●4 ●4 ●5 ●4 ●5 ●1 ●1 ●3 ●3 ●5 － － － － － －

同構造流量計の構造変更実施、K-2：建設時対策済、K-3～7：バ
ケット式のため対象外

33 原子炉再循環系配管の小口径管台部のひびについて 東京電力 １Ｆ－５ 1993.04.26 原子炉冷却系統設備 原子炉再循環系配管 計測用小口径管台部 － － － － ●5 － － － － － － － － － － － － 1F-5：SCC対策材に取替、他は対策済

35

添
付
－
７

凡例）　－：水平展開対象外，　●：設備面の対策（点検含む）を実施しているもの，　◎：設備面の対策は計画されているが未実施のもの，　△：設備面の対策は不要なもの（例えば，対策がマニュアル改訂のみのもの等）
　　　　なお，●は欄内に対策実施した定検開始年度を付記する。例：平成9年度開始の定検時に実施していれば「●9」と記入。



事故・故障事例等（法律・大臣通達対象）水平展開実施状況（2 / 4 ページ）

Ｎｏ 件　　名 会社名 ユニット 事象発生
年月日 系統設備名 電気工作物名 事象発生箇所 １Ｆ１ １Ｆ２ １Ｆ３ １Ｆ４ １Ｆ５ １Ｆ６ ２Ｆ１ ２Ｆ２ ２Ｆ３ ２Ｆ４ ＫＫ１ ＫＫ２ ＫＫ３ ＫＫ４ ＫＫ５ ＫＫ６ ＫＫ７ 備考

34 原子炉格納容器サンプの水位上昇に伴う原子炉手動停止
について 関西電力 高浜１号 1993.08.18 原子炉冷却系統設備 １次冷却材ポンプ（機器

番号）Ｂ
ラビリンス差圧計取出し配
管溶接部 － － － － － － － － － － － － － － － － － 類似箇所は高サイクル疲労対策済

35 原子炉再循環ポンプＢ号機メカニカルシールの不具合に
伴う原子炉手動停止について 日本原電 敦賀１号 1993.09.21 原子炉冷却系統設備 原子炉再循環ポンプ（機

器番号）Ｂ号機 メカニカルシール － － － － － － － － － － － － － － － － － 異物混入防止対策により対応

36 格納容器内冷却器ドレン発生率の増加に伴う原子炉手動
停止について 日本原電 敦賀１号 1993.11.09 原子炉冷却系統設備 原子炉再循環ポンプ（機

器番号）Ｂ号機
シールリーク排出ラインフ
レキシブルホース － ●6,7 ●6 ●5 ●6 － － － － － － － － － － － －

類似フレキシブルチューブ採用部について勾配が確保されているこ
とを確認

37 蒸気乾燥器ドレンチャンネル溶接部の不具合について 東京電力 ２Ｆ－１ 1993.11.22 原子炉本体 蒸気乾燥器 ドレンチャンネル － － － － － ●8 ●6 - - － ●6 － － － － － － 同構造のドレンチャンネルを改良型に改造

38 ジェットポンプＡ系流量変動に伴う原子炉手動停止につ
いて 東京電力 ２Ｆ－３ 1994.05.29 原子炉本体 ジェットポンプ（機器番

号）Ａ系
Ｎｏ．１９ジェットポンプ
ビーム ●7 － － ●6 － ●7 － ●7 ●6 ●7 ●6 － － ●6 ●7 － －

締付トルク低減を実施していないプラントについて、点検、締付ト
ルク低減実施

39 シュラウド中間部リングのひびについて 東京電力 １Ｆ－２ 1994.06.29 原子炉本体 炉内構造物（シュラウ
ド） 溶接部（Ｈ３）近傍 ●7 ●6 ●6 ●5 ●6 ●5 ●8 ●8 ●９ ●7 ●6 ●12 ●14 ●13 ●12 ◎ ◎ 点検実施

40 原子炉格納容器内床ドレン量の増加に伴う原子炉手動停
止について 東京電力 １Ｆ－６ 1995.11.25 原子炉冷却系統設備 原子炉給水逆止弁ドレン

弁 ドレン弁　弁体 △ △ △ △ △ ●7 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ フラッシング手順を明記、1F-6：当該弁取替

41 ドライウェル内ガス冷却装置ドレン量増加に伴う原子炉
手動停止について 中部電力 浜岡１号 1995.12.04 原子炉冷却系統設備 ＲＰＶ第１ベント弁、第

２ベント弁 弁シート面 － － － － － － － － － － － － － － － － －
原子炉圧力バウンダリ漏えい試験の最終段階で第2ベント弁を開
し、第1ベント弁の健全性を確認

42 原子炉冷却材再循環ポンプ（Ｂ）メカニカルシール点検
に伴う原子炉手動停止について 北陸電力 志賀１号 1996.05.14 原子炉冷却系統設備 原子炉冷却材再循環ポン

プ　（Ｂ） メカニカルシール － － － － － － － － － － － － － － － － － 異物混入防止対策により対応

43 原子炉再循環ポンプＣ号機メカニカルシールの不具合に
伴う原子炉手動停止について 日本原電 敦賀１号 1996.08.01 原子炉冷却系統設備 原子炉再循環ポンプ（機

器番号）Ｃ号機 メカニカルシール － － － － － － － － － － － － － － － － － 異物混入防止対策により対応

44 原子炉再循環ポンプＢ号機メカニカルシールの不具合に
伴う原子炉手動停止について 日本原電 敦賀１号 1996.10.06 原子炉冷却系統設備 原子炉再循環ポンプ（機

器番号）Ｂ号機 メカニカルシール － － － － － － － － － － － － － － － － － 異物混入防止対策により対応

45 制御棒駆動装置ハウジング部からの漏えいについて 九州電力 川内１号 1996.10.27 計測制御系統設備 制御棒駆動装置（ハウジ
ング部） 中間キャノピーシール部 － － － － － － － － － － － － － － － － － 設備構造が異なり対象外

46 ジェットポンプ入口配管のひびについて 東京電力 １Ｆ－１ 1996.11.26 原子炉本体 ジェットポンプ入口配管 Ｎ ２Ｄ、Ｎ ２Ｅエルボ溶
接部近傍

●８ ●８ ●９ ●９ ●８ ●８ － － － － － － － － － － － 同材質のジェットポンプの点検実施、1F-1：クランプ取付

47 原子炉格納容器内主蒸気隔離弁シール部漏えいに伴う原
子炉手動停止について 東京電力 １Ｆ－３ 1997.01.28 原子炉冷却系統設備 主蒸気隔離弁（８０Ｂ） 弁シール部 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 工事施工要領書に潤滑材塗布確認を明記

48 残留熱除去系（Ｂ）逆止め弁不具合に伴う原子炉手動停
止について 東京電力 ＫＫ－２ 1997.03.13 原子炉冷却系統設備 残留熱除去系（Ｂ）逆止

め弁 逆止め弁（Ｆ００７Ｂ） － △ △ － △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 組立手順を工事施工要領書に明記、1F-1,4：弁構造が異なる、

49 復水器細管漏えいに伴う出力抑制について 四国電力 伊方１号 1997.09.24 蒸気タービン設備 復水器 細管（Ａニ １７１１） － － － － － － － － － － － － － － － － － 毎定検時に細管ECT、浸食が認められた場合には予防閉止栓を実施

50 １号タービン復水器真空度低下に伴う出力降下について 日本原電 東海 1997.10.09 蒸気タービン設備 １号タービン空気抽出器 空気抽出器復水器冷却管 － － － － － － － － － － － － － － － － － 水質が異なり（アンモニア注入なし）対象外

51 動作不良制御棒２２２３の点検に伴う原子炉手動停止につ
いて

日本原電 敦賀１号 1997.10.24 計測制御系統設備 制御材 制御棒（炉内位置：２２２３） － ●10 ●９ － － ●９ ●９ ●10 ●１０ ●９ － ●10 ●10 － － － － 同タイプの制御棒を新型制御棒に取替

52 蒸気加減弁急速閉トリップ用圧力スイッチ不具合に伴う原子
炉手動停止について 東京電力 ＫＫ－４ 1997.10.28 計測制御系統設備 原子炉緊急停止系 蒸気加減弁急速閉用圧力ス

イッチ － ●10 ●９ － ●10 ●９ ●10 ●10 ●１０ ●９ ●9 ●10 ●10 ●9 ●9 － －
振動による誤動作が懸念されるプラントについては、耐振動性の高
い圧力スイッチに取替または設置場所移設を実施

53 制御棒の動作不調に伴う原子炉手動停止について 東京電力 ２Ｆ－１ 1997.12.05 計測制御系統設備 制御材 制御棒（炉内位置：１４３１） － ●10 ●９ － － ●９ ●９ ●10 ●１０ ●９ － ●10 ●10 － － － － 同タイプの制御棒を新型制御棒に取替

54 タービン駆動給水ポンプ（Ａ）の流量制御系統点検に伴う出力
降下について 中部電力 浜岡３号 1997.12.20 原子炉冷却系統設備 タービン駆動給水ポンプ 制御機構 － － － － － － － △ － △ － － － － － － －

類似構造もしくは同様の管理方法のプラントについては、工事施工
要領書に管理方法を明記

55 復水器細管漏えいに伴う原子炉手動停止について 北陸電力 志賀１号 1998.01.10 蒸気タービン設備 復水器 細管（Ｂ２水室　Ｄ １３） ●10 － － ●1２ － － － ●10 － ●９ － － － ●10 ●11 ●13 － 類似構造の防熱板について取付方法変更もしくは非破壊検査実施

56 気体廃棄物処理系除湿冷却器出口排ガス放射線モニタ指示
値上昇に伴う原子炉手動停止について 東京電力 ＫＫ－１ 1998.01.16 原子炉本体 燃料集合体（機器番号）Ｋ

１Ｊ３０ 燃料被覆管 － － － － － － － － － － － － － － － － － 偶発事象

57 燃料集合体の不具合について 東京電力 ＫＫ－１ 1998.01.30 原子炉本体 燃料集合体 燃料集合体 △ △ △ ●９ △ △ ●９ △ ●１０ △ ●9 △ △ △ ●9 △ △ 作業手順書に注意事項を明記、チャンネルボックス脱着履歴のある
集合体はファイバースコープによる点検

58 グランド蒸気復水器伝熱管の損傷について 日本原電 敦賀１号 1998.02.03 蒸気タービン設備 グランド蒸気復水器 伝熱管（アドレスＮｏ．２６） － － － － － － － － － － － － － － － － － 材質が異なるため対象外

59 給水配管ドレンラインの不具合に伴う原子炉手動停止につい
て 東北電力 女川２号 1998.03.05 原子炉冷却系統設備

・原子炉給水ポンプ吐出
ヘッダ第一ドレン弁　・高圧
第１給水加熱器入口給水
管水抜き弁

弁体、弁座 － － － － － － － － － － － － △ △ － △ △ 類似のドレンラインについてはシートリークの有無を確認

60 原子炉冷却材再循環ポンプ（Ａ）トリップに伴う原子炉手動停
止について 東京電力 ＫＫ－３ 1998.04.05 計測制御系統設備 原子炉冷却材再循環ポン

プ可変周波数電源装置
原子炉冷却材再循環ポンプ可
変周波数電源装置制御回路 － － － － － － － － － － － － ●10 － － － － K-3：制御ロジックの変更、他は対象設備なし

61 調整運転中のタービン駆動原子炉給水ポンプ（Ａ）蒸気加減
弁フランジ部からの漏えいに伴う出力制限について 東京電力 ２Ｆ－２ 1998.07.21 原子炉冷却系統設備 タービン駆動原子炉給水ポ

ンプ（Ａ） 蒸気加減弁フランジ部 － － － － － － － △ － △ △ △ △ △ △ △ △ 類似の弁については、締付方法の変更を工事施工要領書に明記

62 タービン抽気系ドレン配管フランジシール部からの漏えいに
伴う原子炉手動停止について 東京電力 １Ｆ－６ 1998.07.30 タービン抽気系 蒸気タービン設備 タービン抽気系ドレン配管フラ

ンジシール部 △ △ △ △ △ ●１１ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ パッキン取付時の注意事項を工事施工要領書に明記、1F-6：フラン
ジ部取替

63 原子炉容器サーモカップル（炉内計装用温度計）管台キャノ
ピーシール部の損傷について 関西電力 大飯２号 1998.09.03 計測制御系統設備 原子炉容器炉内計装用温

度計ハウジング 下部キャノピーシール部 － － － － － － － － － － － － － － － － － 対象設備なし

64 原子炉格納容器内ＬＣＷサンプからのオーバーフローについ
て 東京電力 ＫＫ－１ 1998.10.08 廃棄設備 ドライウェル低電導度廃液

サンプ
ドライウェル低電導度廃液サン
プ － － － － － － △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 安全処置時の注意事項についてマニュアルに明記、1F：流量制限の

対策済

65 復水器細管漏えいに伴う出力抑制について 関西電力 美浜３号 1998.10.18 蒸気タービン設備 復水器（機器番号）３Ａ 細管 － － － － － － － － － － － － － － － － － 毎定検時に細管ECT、浸食が認められた場合には予防閉止栓を実施

36

凡例）　－：水平展開対象外，　●：設備面の対策（点検含む）を実施しているもの，　◎：設備面の対策は計画されているが未実施のもの，　△：設備面の対策は不要なもの（例えば，対策がマニュアル改訂のみのもの等）
　　　　なお，●は欄内に対策実施した定検開始年度を付記する。例：平成9年度開始の定検時に実施していれば「●9」と記入。
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Ｎｏ 件　　名 会社名 ユニット 事象発生
年月日 系統設備名 電気工作物名 事象発生箇所 １Ｆ１ １Ｆ２ １Ｆ３ １Ｆ４ １Ｆ５ １Ｆ６ ２Ｆ１ ２Ｆ２ ２Ｆ３ ２Ｆ４ ＫＫ１ ＫＫ２ ＫＫ３ ＫＫ４ ＫＫ５ ＫＫ６ ＫＫ７ 備考

66 給水ポンプ駆動タービン（Ｂ）ケーシングドレン配管用管台部
点検に伴う原子炉手動停止について 中部電力 浜岡２号 1998.11.03 原子炉冷却系統設備 給水ポンプ駆動タービン

（Ｂ） ドレン配管管台 － － － ●１０ － － ●１０ － ●
１０,１１ － － － － － － － － 点検もしくは管台部取替を実施

67 格納容器サンプ水位上昇に伴う原子炉手動停止について 九州電力 川内１号 1998.11.10 廃棄設備 格納容器冷却材ドレンタン
クドレン弁 弁体、弁座 － － － － － － － － － － － － － － － － － 対象設備なし

68 中性子束高信号による原子炉自動停止について 東京電力 １Ｆ－３ 1998.11.24 計測制御系統設備 中性子計測設備 信号ケーブル ●１１ ●１１ ●１０ ●１０ ●１１ ●１１ ●10 ●11 ●11 ●11 － － － － － － － 耐雷対策実施、KK：対策済

69 Ｂ余熱除去ポンプ出口ドレン元弁取り付け部の損傷について 関西電力 大飯２号 1998.12.01 原子炉冷却系統設備 Ｂ余熱除去設備配管 Ｂ余熱除去ポンプ出口ドレン弁
取り付け部付近 － － － － － － － － － － － － － － － － － 対象設備なし

70 雑固体廃棄物焼却設備空気予熱器における火災の発生に
ついて 東京電力 福島第二 1999.01.19 廃棄設備 雑固体廃棄物焼却設備 雑固体廃棄物焼却設備空気

予熱器 ●11 － － － － － － － ●11 － － － － － － － －
焼却炉本体の制御回路変更、KK：燃料（プロパン）及び制御回路が
異なることから対象外

71 燃料集合体漏えいについて 九州電力 玄海３号 1999.01.20 原子炉本体 燃料集合体（機器番号）Ｅ
０８ 燃料被覆管 － － － － － － － － － － － － － － － － － 偶発事象

72 Ｂ １次冷却材ポンプ封水戻り流量漸増に伴う原子炉手動停
止について

九州電力 玄海１号 1999.01.29 原子炉冷却系統設備 １次冷却材ポンプ Ｎｏ．１シール － － － － － － － － － － － － － － － － － 異物混入防止対策により対応

73 制御棒落下に伴う原子炉手動停止について 関西電力 大飯２号 1999.01.29 計測制御系統設備 制御棒駆動装置 制御棒駆動装置ラッチアセン
ブリ － － － － － － － － － － － － － － － － － 対象設備なし

74 燃料集合体支持格子の軽微な変形について 関西電力 大飯１号 1999.03.15 原子炉本体 燃料集合体（Ｔ３９） 第６支持格子（Ｔ３９） － － － － － － － － － － － － － － － － － 対象設備なし

75 気体廃棄物処理系除湿冷却器出口排ガス放射線モニタ指示
値上昇に伴う原子炉手動停止について 東京電力 ＫＫ－７ 1999.03.31 原子炉本体 燃料集合体（機器番号）Ｋ

７ＡＮ６３ 燃料被覆管 － － － － － － － － － － － － － － － － － 偶発事象

76 復水器真空度低下に伴う発電機出力低下について 東京電力 ２Ｆ－１ 1999.04.02 復水器系 復水器冷却管連続洗浄装
置 現場制御盤 △ △ △ △ △ △ ●11 － ●11 － △ △ － － － － －

類似設備については、操作手順書の改定もしくはインターロックの
変更により対応

77 制御棒ハンドル部の微小なひびについて 日本原電 東海第二 1999.04.26 計測制御設備 制御棒 ハンドル部 ●11 － － － － ●11 － － － － － － － － ●11 － － 同タイプの制御棒について取替実施

78 復水器細管漏えいに伴う出力抑制について 関西電力 美浜２号 19990.4.29 蒸気タービン設備 復水器（機器番号）２Ｂ 細管 － － － － － － － － － － － － － － － － － 毎定検時に細管ECT、浸食が認められた場合には予防閉止栓を実施

79 主蒸気管油圧防振器の損傷について 関西電力 美浜３号 1999.05.26 原子炉冷却系統 主蒸気配管 主蒸気配管（Ａ系）支持構造物 － － － － － － － － － － － － － － － － － 操作手順が異なるため対象外

80 原子炉再循環ポンプ（Ａ）号機メカニカルシールの不具合に伴
う原子炉手動停止について 東北電力 女川１号 1999.06.03 原子炉冷却系統設備 原子炉再循環ポンプ（機器

番号）（Ａ）号機 メカニカルシール △ △ － △ △ △ － － － － － － － － － － － 異物混入防止対策により対応

81 非常用ディーゼル発電設備Ｂ号機クランク軸のひびについて 北陸電力 志賀１号 1999.06.14 非常用ディーゼル発電設
備

非常用ディーゼル発電設
備Ｂ号機 クランク軸 － － － － － － － － － － － － ●11 ●12 － ●13 ●14 同様の構造のDGについて点検実施

82 炉内中性子束監視装置高圧シール継手部からのわずかなほ
う酸の析出について 関西電力 高浜４号 1999.07.05 計測制御系統設備 炉内中性子束監視装置 高圧シール継手部（Ｅ５） － － － － － － － － － － － － － － － － － 対象設備なし

83 再生熱交換器連絡配管からの一次冷却材漏えいについて 日本原電 敦賀２号 1999.07.12 原子炉冷却系統設備 化学体積制御系再生熱交
換器 抽出配管エルボ部 ●11 ●12 － － － － ●12 － － － △ △ △ △ △ △ △ 1F、2F：代表プラントで点検実施、KK：操作手順書改定

84 復水器細管漏えいに伴う出力抑制について 九州電力 玄海１号 1999.07.18 蒸気タービン設備 復水器 細管 － － － － － － － － － － － － － － － － － 毎定検時に細管ECT、浸食が認められた場合には予防閉止栓を実施

85 原子炉再循環ポンプ１台停止に伴う原子炉手動停止につい
て 東京電力 ＫＫ－７ 1999.07.28 原子炉冷却系統設備 原子炉冷却材再循環ポン

プ
原子炉冷却材再循環ポンプ駆
動用電動機 ●11 ●12 ●11 ●12 ●11 ●11 ●12 ●11 ●11 ●12 － － － － － － ●11 類似の圧着端子について点検実施、K-1～6：設備が異なるため対象外

86 復水器細管漏えいに伴う出力抑制について 関西電力 高浜２号 1999.08.04 蒸気タービン設備 ２Ａ復水器 細管（Ｃ１２１４） － － － － － － － － － － － － － － － － － 毎定検時に細管ECT、浸食が認められた場合には予防閉止栓を実施

87 タービンソレノイド動作に伴う原子炉自動停止について 九州電力 川内１号 1999.08.25 蒸気タービン設備 調速装置 ソレノイドブロック配管接合部 － － － － － － － － － － － － － － － － － 対象設備なし

88 復水器真空度低下に伴う出力制限について 東京電力 ＫＫ－１ 1999.09.02 電気設備 パワーセンタ　１Ｄ １ 静止型過電流引外し装置変流
器 － － － － － － － － － － ●11 － － － － － － パワーセンタ遮断器取替（当該品固有の不具合）

89 調整運転中における原子炉再循環ポンプ（Ａ）回転速度信号
の変動に伴う原子炉手動停止について 東京電力 ２Ｆ－２ 1999.10.18 計測制御系設備

原子炉再循環ポンプ駆動
用可変周波数電源装置
（Ａ）

速度検出器 － － － － － － － ●11 － ●12 － － － － － － － 同タイプの速度検出器について回路の変更を実施

90 非常用ディーゼル発電機３Ａ点検中の不具合について 四国電力 伊方３号 1999.11.30 非常用予備発電装置 非常用ディーゼル発電機３
Ａ クランク軸 － － － － － － － － － － － － － － － － － 異物混入防止対策により対応

91 燃料取替機の燃料案内管の不具合について 日本原電 東海 1999.12.27 燃料設備 燃料取扱装置燃料取替機
Ａ号機 燃料案内管（Ｎｏ．２） － － － － － － － － － － － － － － － － － 対象設備なし

92 制御棒位置指示系の不具合について 東京電力 ２Ｆ－１ 2000.01.01 計測制御系統設備 制御棒位置指示系 制御棒座標表示器基板状態
表示器基板 － － － － － － ●12 － － － － － － － － － － 基板の点検調整実施（当該品固有の不具合）

93 復水器細管漏えいに伴う出力抑制について 関西電力 大飯２号 2000.02.14 蒸気タービン設備 復水器 大飯発電所２号機タービン建
屋 － － － － － － － － － － － － － － － － － 毎定検時に細管ECT、浸食が認められた場合には予防閉止栓を実施

94 復水器真空度低下によるユニット手動停止について 関西電力 大飯２号 2000.02.19 蒸気タービン設備 復水器 大飯発電所２号機タービン建
屋 － － － － － － － － － － － － － － － － － 対象設備なし

95 第５給水加熱器（Ｃ）の伝熱管の破断について 日本原電 東海第二 2000.02.23 原子炉冷却系統設備 復水給水系第５給水加熱
器 伝熱管 － － － － － － － － － － － － － － － － － 当該機特有の事象であり対象外（ECTにより健全性確認実施）

96 格納容器内抽出水配管からのわずかな水漏れによる原子炉
手動停止について 関西電力 美浜２号 2000.04.07 原子炉冷却系統設備 化学体積制御設備配管 抽出ライン － － － － － － － － － － － － － － － － － 対象設備なし

97 復水器細管漏えいに伴う出力抑制について 関西電力 高浜１号 2000.04.19 蒸気タービン設備 ２Ｂ復水器 細管（Ｈ２７１） － － － － － － － － － － － － － － － － － 毎定検時に細管ECT、浸食が認められた場合には予防閉止栓を実施

98 復水器細管漏えいに伴う出力抑制について 関西電力 大飯１号 2000.05.09 蒸気タービン設備 復水器 大飯発電所１号機タービン建
屋 － － － － － － － － － － － － － － － － － 毎定検時に細管ECT、浸食が認められた場合には予防閉止栓を実施

37

凡例）　－：水平展開対象外，　●：設備面の対策（点検含む）を実施しているもの，　◎：設備面の対策は計画されているが未実施のもの，　△：設備面の対策は不要なもの（例えば，対策がマニュアル改訂のみのもの等）
　　　　なお，●は欄内に対策実施した定検開始年度を付記する。例：平成9年度開始の定検時に実施していれば「●9」と記入。



事故・故障事例等（法律・大臣通達対象）水平展開実施状況（4 / 4 ページ）

Ｎｏ 件　　名 会社名 ユニット 事象発生
年月日 系統設備名 電気工作物名 事象発生箇所 １Ｆ１ １Ｆ２ １Ｆ３ １Ｆ４ １Ｆ５ １Ｆ６ ２Ｆ１ ２Ｆ２ ２Ｆ３ ２Ｆ４ ＫＫ１ ＫＫ２ ＫＫ３ ＫＫ４ ＫＫ５ ＫＫ６ ＫＫ７ 備考

99 原子炉一次冷却材中のよう素濃度上昇に伴う原子炉手動停
止について 東京電力 ＫＫ－６ 2000.05.28 原子炉本体 燃料集合体（機器番号）Ｋ

６Ｚ１９０及びＫ６Ｚ２８２ 燃料被覆管 － － － － － － － － － － － － － － － － － 偶発事象

100 タービン系蒸気凝縮水漏えいに伴う原子炉手動停止ついて 東京電力 ＫＫ－２ 2000.06.29 蒸気タービン設備 クロスアラウンド管 高圧タービン排気圧力検出配
管 ●12 ●13 ◎ ●12 ●11 ●12 ●13 ●12 ●13 ●12 ●13 ●12 ●13 ●12 ●12 ●12 ●12 配管サポートの点検実施

101 ３Ｂ湿分分離加熱器第２段ドレンタンクマンホール部からの蒸
気漏れに伴う出力抑制について 関西電力 大飯２号 2000.07.07 蒸気タービン設備 ３Ｂ湿分分離加熱器第２段

ドレンタンク
大飯発電所２号機タービン建
屋 － － － － － － － － － － － － － － － － － 異物混入防止対策により対応

102 気体廃棄物処理系流量増加に伴う原子炉手動停止について 東京電力 １Ｆ－６ 2000.07.21 蒸気タービン設備 クロスアラウンド管逃し弁 クロスアラウンド管逃し弁付属
小口径配管 － ●12 － － － ●12 － － － － － － － － － － － 応力評価を実施し、類似の小口径配管について閉止栓取付

103 タービン制御油漏えいに伴う原子炉手動停止について 東京電力 １Ｆ－２ 2000.07.23 蒸気タービン設備
計測制御系統設備

タービンバイパス弁用蓄圧
槽／制御棒駆動水圧系制
御ユニット

ドレン配管／スクラム排出逆止
弁フランジ部 － ●12 － － ●12 － ●13 ●12 ●13 ●12 － － － ◎ ●13 ◎ － 当該配管の振動評価を実施し、必要箇所にサポートの追設

104 原子炉一次冷却材中のよう素濃度上昇に伴う原子炉手動停
止について 東京電力 ２Ｆ－４ 2000.07.25 原子炉本体 燃料集合体 燃料被覆管 － － － － － － － － － － － － － － － － － 偶発事象

105 第６Ａ高圧給水加熱器細管漏えいに伴う出力抑制について 関西電力 高浜２号 2000.08.21 蒸気タービン設備 第６高圧給水加熱（機器番
号）Ａ 細管 － － － － － － － － － － － － － － － － － 毎定検時に細管ECTを実施

106 燃料集合体漏えいについて 関西電力 大飯１号 2000.09.05 原子炉本体 燃料集合体（機器番号）Ｕ
６２ 燃料被覆管 － － － － － － － － － － － － － － － － － 偶発事象

107 充てん配管耐圧検査中の漏えいについて 四国電力 伊方１号 2000.10.13 原子炉冷却系設備 化学体積制御設備 充てんライン配管 － － － － － － － － － － － － － － － － － SUS材への塩化テープ巻きつけは実施しておらず、対象外

108 Ｃ 主給水管からの蒸気漏れについて 関西電力 美浜３号 2000.11.15 蒸気タービン附属設備 給水管 Ｃ給水管 － － － － － － － － － － － － － － － － － 溶接方法が異なり、対象外

109 共用試料採取室における気体状放射性物質の漏えいについ
て 関西電力 大飯１号 2000.11.30 体積制御タンク 体積制御タンクガスサンプ

リングライン
１号機体積制御タンクガスサン
プリングラインドレンポット － － － － － － － － － － － － － － － － － 対象設備なし

110 蒸気タービンＥＨガバナ油配管からの漏えいに伴う原子炉手
動停止について 関西電力 大飯１号 2000.12.02 蒸気タービン ＥＨガバナ油系統 ＥＨガバナ油配管フランジ部 － － － － － － － － － － － － － － － － － Oリングの確実な取付を実施しているため、対象外

111 原子炉冷却材再循環ポンプＡ号機メカニカルシール点検に伴
う原子炉手動停止について 日本原電 東海第二 2000.12.26 原子炉冷却系統設備 原子炉再循環ポンプＡ号機 メカニカルシール － － － － － △ △ △ △ △ － － － － － － －

類似のメカニカルシールについては、フィルタの取付方法をマニュ
アルに反映

112 二次冷却系湿分分離加熱器逃がし弁母管ドレンライン元弁
からの蒸気漏えいについて 四国電力 伊方１号 2000.12.30 蒸気タービン設備 湿分分離加熱器逃がし弁

母管ドレンライン 元弁(Ａ系統) － － － － － － － － － － － － － － － － － 対象設備なし

113 ６Ａ高圧給水加熱器ドレン流量指示増加に伴う出力抑制につ
いて 関西電力 高浜２号 2001.03.04 蒸気タービン設備 第６高圧給水加熱器（機器

番号）Ａ
第６高圧給水加熱器ドレン水
位制御系 － － － － － － － － － － － － － － － － － 設備構造が異なり対象外

114 第６Ｂ高圧給水加熱器伝熱管漏えいに伴う出力抑制につい
て 関西電力 高浜１号 2001.04.19 蒸気タービン設備 第６高圧給水加熱器（機器

番号）Ｂ 伝熱管 － － － － － － － － － － － － － － － － － 毎定検時に細管ECTを実施

115 漏えい燃料について 東京電力 １Ｆ－６ 2001.05.24 原子炉本体 燃料集合体（機器番号：Ｆ６
ＳＮ５５） 燃料被覆管 － － － － － － － － － － － － － － － － － 偶発事象

116 原子炉格納容器内の原子炉補機冷却水の漏えいに伴う原子
炉手動停止について 東京電力 ＫＫ－６ 2001.06.18 原子炉補機冷却水系 － 原子炉格納容器内 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ●13 △ 格納容器内床ドレン排水口の状態確認を定例試験手順書に明記、K-

6：当該パッキン取替

117 炉内核計装装置シンブル案内管の不具合について 四国電力 伊方２号 2001.09.08 計測制御系統設備 炉内核計装装置シンブル
案内管 シンブル案内管 － － － － － － － － － － － － － － － － － SUS材への塩化テープ巻きつけは実施しておらず、対象外

118 原子炉再循環ポンプ（Ａ）号機メカニカルシールの不具合に伴
う原子炉手動停止について 東北電力 女川２号 2001.09.25 原子炉冷却系統設備 原子炉再循環ポンプ（Ａ）

号機 メカニカルシール － － － － － － － － － － － － － － － － － 異物混入防止対策により対応

119 中間領域モニタ（ＩＲＭ）中性子束高による原子炉自動停止に
ついて 東京電力 ２Ｆ－２ 2001.11.01 計測制御系統設備 中間領域モニタ 中間領域モニタ検出器 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 制御棒操作方法について、マニュアル改訂

120 余熱除去系配管破断による蒸気漏れに伴う原子炉手動停止 中部電力 浜岡１号 2001.11.07 原子炉冷却系統設備 余熱除去系 蒸気配管エルボ部 － ●13 ◎ ◎ ◎ ●14 ◎ ●14
●13
中間停
止

●13 ●14 ●13 ◎ － ◎ ◎ ●14 類似箇所について配管改造実施

121 原子炉給水ポンプ切替時における発電機出力の低下につい
て 日本原電 東海第二 2001.12.10 計測制御系統設備 給水制御 － △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 類似操作を抽出し、見直しが必要なものについてマニュアルを改訂

122 原子炉冷却材再循環ポンプ（Ａ）号機メカニカルシールの不
具合に伴う原子炉手動停止について 東京電力 ＫＫ－１ 2002.03.04 原子炉冷却系統設備 原子炉冷却材再循環ポン

プ（Ａ）号機 メカニカルシール － － － － － － － － － － ●14 － － － － － － 異物混入防止対策により対応、K-1：当該部取替

123 復水流量計配管付け根部からの水漏れについて 東北電力 女川２号 2002.03.07 原子炉冷却系統設備 復水給水系復水流量計配
管 復水流量計配管 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ － ●14 － － － － － － － － － 類似溶接開先形状の部位のＵＴ検査実施

124 原子炉冷却材再循環ポンプ（Ａ）号機の点検・調整のための
原子炉手動停止について 北陸電力 志賀１号 2002.04.02 原子炉冷却系統設備 原子炉冷却材再循環ポン

プ
原子炉冷却材再循環ポンプ
（Ａ）号機 － － － － － － － － － － － － － － － － － 摺動面の当りが偶発的に変化したものであり、対象外

125 原子炉給水系（Ｂ系）点検に伴う原子炉手動停止について 日本原電 東海第二 2002.04.03 原子炉冷却系統設備 原子炉給水逆止弁 東海第二発電所　原子炉建屋 － － － － － － － － － － － － － － － － － 同種の弁がないため、対象外

126 漏えい燃料について 東京電力 ＫＫ－７ 2002.04.26 原子炉本体 燃料集合体（機器番号）Ｋ
７Ｚ１０３及びＫ７Ｃ５１ 燃料被覆管 － － － － － － － － － － － － － － － － － 偶発事象

127 復水器真空度低下に伴う出力制限について 東京電力 ＫＫ－３ 2002.05.05 計測制御装置 タービン系制御装置 タービン系制御装置内基板 － － － － － － － － － － － － － － － － －
制御装置内の基板に偶発的に不具合が発生したものであり、対象
外、K-3：当該部取替

128 余熱除去系低圧注入管第２隔離弁ドレン配管溶接部からの
漏えいに伴う原子炉手動停止 中部電力 浜岡２号 2002.05.25 原子炉冷却系統設備 余熱除去系 ドレン配管 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ － － 対策要否含め今後検討を行う,K-6/7;建設時に対策済

129 原子炉再循環ポンプ（Ａ）号機メカニカルシールの不具合に伴
う原子炉手動停止について 東北電力 女川２号 2002.06.20 原子炉冷却系統設備 原子炉再循環ポンプ（Ａ）

号機 メカニカルシール － － － － － － － － － － － － － － － － － 異物混入防止対策により対応
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凡例）　－：水平展開対象外，　●：設備面の対策（点検含む）を実施しているもの，　◎：設備面の対策は計画されているが未実施のもの，　△：設備面の対策は不要なもの（例えば，対策がマニュアル改訂のみのもの等）
　　　　なお，●は欄内に対策実施した定検開始年度を付記する。例：平成9年度開始の定検時に実施していれば「●9」と記入。
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福島第一原子力発電所５号機  ＜給水系配管＞ 
 

【事案の概要】 
 
○昭和 55 年に海外プラントで、給水系配管の高温・低温合流部における熱疲労割れが発生した。
当社プラントでは、設計段階から当該部の熱疲労を緩和する方策が採用されていたことから、
熱疲労割れは発生しないと考えられていたが、念のため、超音波探傷検査（ＵＴ検査）を実
施し、割れが発生していないことを確認した。 
 
○但し、第３回定期検査期間中（昭和 56 年６月～10 月）、当該事象の確認を行った福島第一原
子力発電所５号機については、配管の溶接時に生じる溶接部の凹凸面からのエコーのなかに、
ひびによるエコーの存在が否定できなかったことから、定期検査毎に追跡調査を実施するこ
ととした。 
 
○第６回定期検査期間中（昭和 60 年２月～７月）、感度の良い検出器を用いたＵＴ検査を実施
し、ひびによるエコーを確認した。更に、次回定期検査期間中（第７回：昭和 61 年４月～９
月）に、放射線探傷検査（ＲＴ検査）を実施したところ、僅かな線状の影（長さ 60ｍｍ、深
さ３～６ｍｍ）が認められた。また、この影について、建設時に実施したＲＴ検査の記録を
再確認したところ、同様な影が認められたことから、この影は建設時の溶接不良が原因であ
り、海外プラントで発生した熱疲労割れとは別の事象であると評価した。 
 
○なお、当該箇所のひびは、技術基準による最小板厚を満足し、給水配管の機能低下をもたら
すものではないことから、行政当局への報告は必要ないと判断した。 
 
○その後も定期検査毎にＵＴ検査を実施し、ひびの進展がないことを確認してきたが、第 17 回
定期検査期間（平成 11 年 12 月～平成 12 年 10 月）においてシュラウド取替に伴う長期停止
が計画されたことから、これにあわせ当該配管の修理（当該配管の一部取替）を実施した。
 
○なお、当該配管の修理は、母材の材質変更や所定の性能・強度に影響を及ぼすような形状変
更は行っていないことから、工事計画の認可・届出は必要ないと判断した。 
 

【安全性に関する判断】 
 
（１）当時の判断 
・給水系配管の当該箇所は、技術基準による最小板厚を満足し、長さ、深さとも問題となる
ようなものではなく、また、当該箇所の修理が実施されていることから、安全上の問題は
ない。 

 
（２）現時点の判断 
・ 同上。 

 
 

 
 給水系配管概要図 

※給水系配管とは、原子炉内で発生した蒸気がタービンを回した後、主復水器で水に戻され、この水を再び

原子炉内に供給するための配管。（外径：457.2mm，公称肉厚：29.4mm，材質：炭素鋼） 

給水系配管

原
子
炉
圧
力
容
器

タービン

～

主復水器 発電機

給・復水ポンプ
原子炉格納容器

原子炉冷却材
再循環ポンプ

圧力抑制室

ろ過脱
塩装置

原子炉冷却材
浄化系ポンプ
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当該溶接部

原子炉給水
ポンプより原子炉へ

原子炉冷却材浄化系より
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付
－
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福島第一原子力発電所１号機 ＜シュラウドサポート＞ 
 

【事案の概要】 
 
○第 22 回定期検査期間中（平成 12 年 12 月～平成 13 年 12 月）に実施されたシュラウド取替工
事の際、シュラウドサポートの複数の溶接部に多数の小さなひび（長さ数ｍｍから数ｃｍ）
を目視検査及び浸透探傷試験で発見した。 

○これらのひびは機械的除去や補修溶接により修理し、修理後、目視検査および浸透探傷試験
を行い、問題ないことを確認した。 

○ひびは小さく、溶接線に対し直交方向（縦方向）であり、機能や性能に影響を及ぼすもので
はなかったことから、行政当局への報告は必要ないと判断した。 

○また、この修理は、母材の寸法や材質の変更はなく、性能・強度に影響を及ぼさないことか
ら、工事計画の認可・届出は必要ないと判断した。 

【安全性に関する判断】 
 
（１）当時の判断 
 以下の観点から安全性に問題ないと判断した。 
・ シュラウドサポートのひびの位置は、プレートとシリンダ（Ｈ８）、プレートと圧力容器
内壁肉盛（Ｈ９）、シリンダとレグ（Ｈ10）、レグと圧力容器内壁肉盛（Ｈ11）の溶接部で
あったが、溶接線に対し直交方向（縦方向）であり、強度上の問題はない。 

・ ひびは機械的除去や補修溶接により修理し、修理後、目視検査および浸透探傷試験を行い、
問題ないことを確認した。 

・ 応力腐食割れに対する予防保全として、ひびがあった部位も含めショットピーニング（材
料表面の残留応力改善）を施工した。 

・ ショットピーニング後に表面の目視検査を行い健全性を確認した。 
  
（２）現時点の判断 
・ 平成 11 年の日本原電㈱敦賀１号機におけるシュラウドサポートひび事象発生の際、及び
その後の評価でも、「シュラウドサポートは構造強度的余裕が大きく、代表プラントでの
評価でも継手断面積の 25％程度が健全であれば強度上の問題にならない」と評価されて
いる。 

・ ＢＷＲ炉内構造物点検評価ガイドラインにおいても、「シュラウドサポートの軸方向き裂
は構造健全性に有意な影響を及ぼさない」、「Ｈ８，Ｈ９の周方向き裂が構造健全性に与え
る影響は大きくない」としている。 
 

 
 
 原子炉圧力容器 

炉心シュラウド

シュラウドサポート

プレート

※ シュラウドサポートとは、炉心シュラウドを支持するためのものであり、シュラウドサポートの上部に炉

心シュラウドが溶接により設置される。シュラウドサポートは、プレート、レグ、及びシリンダから構成

される。 

炉内構造図 
レグ 

Ｈ８
Ｈ10 

Ｈ11 

Ｈ９

シリンダ 
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福島第一原子力発電所５号機 ＜シュラウドサポート＞ 
 

【事案の概要】 
 
○第 17 回定期検査期間中（平成 11 年 12 月～平成 12 年 10 月）に実施されたシュラウド取替工
事の際、シュラウドサポートの複数の溶接部に多数の小さなひび（長さ数ｍｍから数ｃｍ）
を目視検査及び浸透探傷試験で発見した。 

○これらのひびは機械的除去や補修溶接により修理し、修理後、目視検査および浸透探傷試験
を行い、問題ないことを確認した。 

○ひびは小さく、溶接線に対し直交方向（縦方向）であり、機能や性能に影響を及ぼすもので
はなかったことから、行政当局への報告は必要ないと判断した。 

○また、この修理は、母材の寸法や材質の変更はなく、性能・強度に影響を及ぼさないことか
ら、工事計画の認可・届出は必要ないと判断した。 

【安全性に関する判断】 
 
（１）当時の判断 
 以下の観点から安全性に問題ないと判断した。 
・ シュラウドサポートのひびの位置は、プレートとシリンダ（Ｈ８）、プレートと圧力容器
内壁肉盛（Ｈ９）、シリンダとレグ（Ｈ10）、レグと圧力容器内壁肉盛（Ｈ11）の溶接部で
あったが、溶接線に対し直交方向（縦方向）であり、強度上の問題はない。 

・ ひびは機械的除去や補修溶接により修理し、修理後、目視検査および浸透探傷試験を行い、
問題ないことを確認した。 

・ 応力腐食割れに対する予防保全として、ひびがあった部位も含めショットピーニング（材
料表面の残留応力改善）を施工した。 

・ ショットピーニング後に表面の目視検査を行い健全性を確認した。 
  
（２）現時点の判断 
・ 平成 11 年の日本原電㈱敦賀１号機におけるシュラウドサポートひび事象発生の際、及び
その後の評価でも、「シュラウドサポートは構造強度的余裕が大きく、代表プラントでの
評価でも継手断面積の 25％程度が健全であれば強度上の問題にならない」と評価されて
いる。 

・ ＢＷＲ炉内構造物点検評価ガイドラインにおいても、「Ｈ10，Ｈ11 の軸方向き裂は構造健
全性に有意な影響を及ぼさない」、「Ｈ８，Ｈ９の周方向き裂が構造健全性に与える影響は
大きくない」としている。 

 

 
 
 原子炉圧力容器 

炉心シュラウド

シュラウドサポート

プレート

※ シュラウドサポートとは、炉心シュラウドを支持するためのものであり、シュラウドサポートの上部に炉

心シュラウドが溶接により設置される。シュラウドサポートは、プレート、レグ、及びシリンダから構成

される。 

炉内構造図 
レグ 

Ｈ８
Ｈ10 

Ｈ11 

Ｈ９

シリンダ 
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福島第二原子力発電所３号機 ＜ジェットポンプセンシングライン（計測配管）＞ 
 

【事案の概要】 
 
○第３回定期検査期間中（平成元年１月～平成２年 12 月）の自主点検において、ジェットポン
プ No.16 のセンシングラインの損傷を発見し、形状記憶合金カップリングで配管を補修する
とともに、振動対策としてクランプの取り付けを実施した。また、No.６，７，17 のセンシ
ングラインにも振動対策としてクランプを取り付けた。 
 
○ジェットポンプセンシングラインは、ジェットポンプの流量を計測するための配管であり、
破断に至った場合でもジェットポンプの性能や機能に影響はなく、またその検知が可能であ
ること、さらにすでにクランプ等が取り付けられていることから安全上の問題はない。この
ため、法令・通達等に基づく行政当局への報告は必要ないと判断した。また、ジェットポン
プセンシングラインは、工事計画書に記載されるような主要機器ではなく、補修の内容は、
炉内のジェットポンプに付属する小口径配管のセンシングラインの損傷部を形状記憶合金カ
ップリングでつなぎ、振動対策としてクランプを取り付けるというもので、ジェットポンプ
本体の改造や取替、強度に影響を及ぼす修理には該当しないため、工事計画の認可・届出は
必要ないと判断した。 
 
○平成 13 年１月の２Ｆ－１の事象（センシングライン折損）の水平展開対象として、同年３月
に、第 11 回定期検査（平成 13 年４月～平成 14 年１月）において No.６，７，16，17 にクラ
ンプを取り付ける予定である旨を保安検査官に説明した際に、当該４カ所にはすでに平成元
年からクランプが取り付けられていること及び No.16 には形状記憶合金カップリングが取り
付けられていることについて言及しなかった。なお、当該定期検査において、No.６，７，17
については新しいクランプに取り替えたが、工事報告書では No.16 も含めて４カ所取り付け
たものとして処理した。 
 
 

【安全性に関する判断】 
 
（１）当時の判断 
・ジェットポンプセンシングラインについては、破断に至った場合でもジェットポンプの機
能に影響はなく、またその検知が可能であること、更にすでにクランプが取り付けられて
いることから、安全上の問題はない。 

 
（２）現時点の判断 
・ 同上。 
 

 
 

 
 ジェットポンプセンシングライン概要図 
 

インレットミキサ 

ライザ管

センシングライン

ディフューザ 
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センシングライン 

※ジェットポンプセンシングラインとは、ジェットポンプ内を流れる冷却材の流量を計測するためにジェッ

トポンプ内の圧力信号を原子炉圧力容器外に設置した指示器に取り出すための配管（外径：13.8mm，材質：

SUS316LTP）。 



 

柏崎刈羽原子力発電所５号機 ＜ハフニウム棒型制御棒＞ 

 
ハフニウム棒型制御棒装荷位置図 

【事案の概要】 

 

○第４回定期検査期間中（平成７年５月～８月）の自主点検において、全制御棒を全挿入し原

子炉を停止した後、制御棒駆動機構の挿入・引抜動作確認を実施したところ、全 185 本の制

御棒のうち５本のハフニウム棒型制御棒が円滑に動作しない不具合事象が確認された。 

○ハフニウム棒型制御棒全数（９本）を調査した結果、以下の事実が判明した。 

・ 運転中にスティフナーとハフニウム棒の間隙部において腐食生成物等が蓄積し、両者が固

着された状態になっていたところ、原子炉が停止して原子炉内の温度が下がり制御棒が冷

却されたため、ハフニウムとステンレスの熱収縮差による引張力及び圧縮力がハフニウム

棒とステンレスシースに加わって変形し、ステンレスシースの割れ等が起こった。 

・ そのため、制御棒と燃料集合体のチャンネルボックスが干渉し、制御棒動作に支障が生じ

た。 

・ ステンレスシースは中性子照射により材料特性の劣化が進行していた。 

○そこで、円滑に動作しなかった５本を含め、同じハフニウム棒型制御棒９本すべてを新品に

取り替えた。 

○本事象は、原子炉停止操作に影響はなかったことから、行政当局への報告は必要ないと判断

した。 

○また、同じタイプの制御棒を同じ本数のみ取り替えただけでは、工事計画記載内容に変更は

ないため、制御棒の取替にともなう工事計画の認可・届出は必要ないと判断した。 

【安全性に関する判断】 

 

（１）当時の判断 

・ 前回（第３回）定期検査で行った制御棒の外観検査では異常がなかったこと、原子炉運転

中の一定の高温環境下では一定の熱膨張が維持されていたことから制御棒の変形は発生

しないと考えられること、さらに原子炉停止操作においては問題なく全制御棒が全挿入さ

れていることから、原子炉運転中に制御棒が挿入できなくなることはなく、プラントを安

全に停止できるため、安全上の問題はなかったと判断した。 

・ また、不具合が生じたハフニウム棒型制御棒９本については、全て同じタイプの新品に取

り替え、また、取替周期を短くして使用する対策を講じた。 

・ 更に、不具合の原因となったスティフナーを廃止する設計変更を採用し、第６回定期検査

期間中（平成９年 12 月～平成 10 年４月）に９本すべてをこの新しいタイプに取り替えた。

 

（２）現時点の判断 

・ 同上。 

・ なお、本号機並びに他の号機のハフニウム棒型制御棒は、全て設計変更を行った改良品に

取り替えられている。 
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○：ハフニウム棒型制御棒         9本

その他                    176本

ハフニウム棒型制御棒の概要 ハンドル 

スティフナー部拡大

事象発生メカニズム 

※ ハフニウム棒型制御棒とは、制御材にハフニウム棒を用いて、従来のボロンカーバイド型制御棒よりも使

用期間を長くしたもの。一般的に、運転中であっても挿入される制御棒として使用される。 

シース

冷却孔 
スティフナー 

タイロッド

ハフニウム棒

溶接ポイント

4
4
 

落下速度
リミッタ 

ハフニウム棒

*設計改良にあたってはスティフナーを用いない仕様とした。 

ソケット

Hf 棒 

ｽﾃｨﾌﾅｰ 

① Hf 棒/ｽﾃｨﾌﾅｰ間腐食生成物等堆積 

［Hf 棒/ｽﾃｨﾌﾅｰ間固着］ 

② Hf 棒/ｼｰｽ間熱収縮差

［Hf 棒、ｼｰｽの変形］ 




